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保育者の専門性を高める園内研修についての一考察

―秋田県内の令和 4年度の 4園の事例を中心に―

聖園学園短期大学　教授　蛭　田　一　美

A Study on the Internal Training to Enhance Childcare Workers’ Expertise
－ Focused on the Cases of Four Childcare Facilities
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HIRUTA Hitomi
Professor, Misono Gakuen Junior College

　2017（平成29）年3月に幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園
教育・保育要領の3法令が改定されたことにより、保育の質の向上がそれぞれの園で課題
となっている。
　保育の質を向上させるためには、保育者の専門性が必要であることは誰もが認識してい
ることである。そして、その専門性を向上させるための「園内研修」はどこの園でも行わ
れているが、その内容は様々である。その中で、園内研修を担当する保育者は、具体的に
何をどのように行っていくことが保育の質の向上につながるのかと迷っていることが多
く、本当の意味の保育者の専門性を探ることに至っていないことが見受けられる。
　筆者が園内研修講師を担当したことをきっかけに、保育者の専門性を高めることの重要
性と保育現場で行われている園内研修がどう結び付いているかを明らかにする必要性を感
じたことが本研究の動機である。
　本研究は、「保育の質」に関する先行研究から保育者の専門性を高めるとはどういうこ
とか、それを支えていく園内研修の在り方はどのようにしたらよいかについて考察をした
ものである。研究方法として秋田県内の自治体主体で実施した研修の実態と筆者が研修講
師として関わった保育所、認定こども園の園内研修の取組、園長等のリーダーのインタ
ビューの内容を分析した。限られた事例ではあったが、保育者の専門性を高める園内研修
には子どもを中心においた語り合い、保育におけるリーダーの在り方と同僚性、外部研修・
外部講師との出会いから自分を高めることの3点の大切さが示唆された。
　今後の課題は、外部講師としての在り方についての視点である。その園や保育者自身の
気持ちがゆっくりと良い方向に変わっていけるような存在、保育者と共に子どもの育ちや
保育の変化を捉えて、次回の研修に継続できるような視点の提示等が挙げられる。今後、
外部講師と保育者の学びが循環し、園内研修がさらに充実するよう研鑽を重ねていきたい。

キーワード：保育者の専門性、語り合い、リーダーの在り方、同僚性、外部研修
Key  words： expertise of childcare workers, mutual talking, how (childcare) leaders should 

be, relationship of childcare colleagues, external training
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はじめに

　2017（平成29）年3月に、幼稚園教育要領、保
育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保
育要領の3法令が改定されたことにより、保育の
質の向上がそれぞれの園で課題となっている。ま
た一般社会においても保育の質の向上について語
られることも多く、ヘックマン（1）はその研究で、「人
生の好機を得るために幼少期の環境は重要であ
り、社会政策は適応性のある年少期を対象にすべ
きである」と述べている。また、野澤（2）は、「乳
児期からの教育・保育の質が学業成績だけではな
く社会性などの発達に長期的に影響することから、
質の高い保育実践とは、安心や信頼を基盤として
仲間との関係性や遊びに没頭できる経験を保証す
る豊かな環境や関わりとして捉えられる」と述べ
ている。このように、乳幼児期の保育・教育の重
要性が着目され保育の質の向上が目指されている
ことについては2008年、保育所保育指針の告示の
際から強調されていたことであり、それ以降、現
場の保育者たちは日常の忙しさの中にありながら

も、保育の質の向上に向けて懸命に奔走している。
　保育の質を向上させるためには、保育者の専門
性が必要であることは誰もが認識をしていること
である。そして、その専門性を向上させるための
「園内研修」はどこの園でも行われているが、そ
の内容は様々である。その中で、園内研修を担当
する保育者は、具体的に何をどのように行ってい
くことが保育の質の向上につながるのかと迷って
いることが多く、園内研修が保育者の専門性を高
めることに結び付いていない実態があるのではな
いかと思われる。また「園内研修」といいながら、
法定研修、各自治体、各団体等が主催する訪問指
導のための公開保育、指導案作成等のために時間
が費やされることも多く、テーマを設けて十分な
話合いをすることができていないことも実態の一
つにあると聞く。保育所保育指針（3）に「保育所は、
質の高い保育を展開するため、絶えず、一人一人
の職員についての資質向上及び職員全体の専門性
の向上を図るよう努めなければならない。」とあ
るが、保育現場においては、質の高い保育を展開
するため、子どもの発達の姿や子ども理解の認識
の相違などについてコミュニケーションの場を作
り、お互いの専門性の向上を図らなければならな
いと理解はしているものの、実際は場を作ること
も、共有していくことも容易ではない実態もある。
　保育者養成校である本学は、子育て支援活動を
軸にして、秋田県内の８市町村・団体等と大学教
育が社会貢献を目的とした協定を締結している。
そのことがきっかけとなり、2022年9月に、J保
育所から年間5回計画の園内研修への講師依頼が
あり、改めて保育現場の園内研修について学ぶ機
会を得た。保育現場でどのように園内研修を捉え
ているのだろうか、保育者の専門性を高めること
が重要といわれているが、それがどのように園内
研修と結び付いているかを明らかにする必要性を
感じたことが、本研究の動機である。
　本研究は、「保育の質」に関する先行研究を概
観し、保育者の専門性を高めるとはどういうこと
か、それを支えていく園内研修の在り方を探るも
のである。秋田県内の自治体主体で実施した研修
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の実態と筆者が研修講師として関わった保育所、
認定こども園の園内研修の取組、保育者リーダー
へのインタビューを取り上げ、保育者の専門性を
高める園内研修についての一考察としたい。

第１章「保育の質」と「保育者の専門性」

「保育の質」について
　保育者の専門性を高める園内研修を考えるにあ
たり、まずは「保育の質」に関する先行研究につ
いて概観する。
　秋田（4）は「乳幼児期の保育・教育が生涯学習
の基盤となることは、保育の実践者や保育に関わ
る研究者だけではなく、保育・教育行政や財政に
関わる経済学者等によっても、現在国際的に幅広
く認知されるところになっている」とし、人材育
成のための投資、将来の国の成長政略を考えた時
にノーベル経済学賞を受賞したヘックマンら教育
経済学者が指摘するように、「乳幼児期への投資
が国の投資効率からも重要要因であると考えられ
てきている（OECD 対日経済報告、2011）。」と
述べている。さらに、この背景として「第1に、
多くの先進諸国においては義務教育段階の小中学
校の教育体制がすでに一定程度確立しているのに
対して、義務教育ではない乳幼児保育・教育施設
は私立・民営化比率が全般に高いこと、第2にカ
リキュラムと具体的な学習内容や活動の対応関係
が教材としての教科書によって明確になっている
小学校以上の教育に比して、乳幼児期の教育は『見
えない教育方法』（バーンスティン1985）と呼ば
れ、学習内容やその評価方法が可視化されにくい
ために活動内容の質評価が難しいことである。ま
た、第3に乳幼児期は発達の個人差が学童期に比
べて大きいこと、第4に小学校以上の学校種では
子どもの教育のみの議論に焦点をあてることが可
能であるのに対し、乳幼児期には子どもの発達と
保護者の就労および親としての育ちという親子双
方への対応ニーズとして教育と福祉を同時に考え
ることが常に求められること等である。」と乳幼
児期の保育・教育の特徴を記している。このこと

が保育の質に格差が出てくる背景であり、保育の
質の向上を示さなければならなくなった理由の一
つと秋田は言っている。
　また、汐見（5）は保育の質向上の必要性として、
「一つめはここ10数年、保育所の数は増やしてき
たが、質を高める議論や取り組みは国として十分
に呼びかけていなかった。多様な保育施設が増え
ていることもあって、質の向上への自覚が現場の
課題となっていると判断していることと、二つめ
は2019年の10月から実施予定の原則3歳以上児
の保育料の無償化が開始されたが、これは客観的
に見れば、幼稚園、保育所、こども園の必要な経
費の多くを税金という公費でまかなう制度へ移行
するということを意味している。公的な目標のも
とで、公費で行う『公教育』が、無償化政策によっ
て、日本の保育・幼児教育が結果として公教育性
を高めることは間違いなく、それは保育・幼児教
育の社会的債務が高くなることを示している」と
述べている。
　このように行政としては保育の質の重要性が認
識されてきてはいるが、それでは何をもって保育
の質と定義するのか、保育の質が子どもの発達に
どのような影響があるのか等については多くの研
究者が議論を重ねながら、今日に至っているが、
いまだ明らかにされていない。
　森上、柏女（6）は「保育の質とは、保育者の資
質や保育者集団の関係などの人的な環境から、保
育室・園庭・遊具・教材等の物的な環境、また具
体的な実践の内容や方法、さらには子どもに対す
る職員の人員配置や施設・設備などという制度や
システムまで、多種多様な要因によって規定され
ていると考えられ、その概念は、非常に多元的な
ものであり、単純に定義することは難しい。」とし、
いずれも、保育の質について一義的定義はできな
いということを述べている。
　このような状況の中で2018年5月から厚生労
働省の「保育所等における保育の質の確保・向上
に関する検討会」が発足し、同時期に文部科学省
においても「幼児教育の実践の質向上に関する検
討会」がつくられ、それぞれにおいて、質の向上
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をめぐって議論が継続されてきた。厚生労働省で
公表している議事録や「中間的な論点の整理」の
資料から言えることは、やはり、保育の質の一義
的定義はあえてしない、という立場を貫いている
ことである。保育の質を定義付けることにより、
保育や教育の質を上げるために国が保育や教育の
内容や方法を枠付けすると、それに種々の方法を
もちいて従わせようとするトップダウン型の保

育・教育行政になるのではないかという見解が
あったことが報告されている。
　その後、2020年6月に厚生労働省保育所等に
おける保育の質の確保・向上に関する検討会「議
論の取りまとめ」（7）が発表された。「中間的な論
点の整理」における総論的事項に関する考察を中
心にしたこの検討会の議論の取りまとめを以下に
抜粋する。

4．まとめと今後の展望
（１）本検討会における保育の質に関する考察
（保育の質の基本的な考え方）
〇 本検討会における一連の議論を踏まえて、保育所等における保育の質は、子どもの経験の豊かさと、それ
を支える保育士等による保育の実践や人的・物的環境からその国の文化・社会的背景、歴史的経緯に至る
まで、多層的で多様な要素により成り立つものであり、以下の点を念頭に置いて捉えることが重要と考え
られる。（中略） 
（保育の質の確保・向上に関わる取組の方向性）
〇 保育の質の確保・向上に向けた取組がより実効性のあるものとなるためには、保育士等をはじめ多様な立
場の関係者が、保育所保育指針を共通の基盤として、多面的・多角的に保育の現状を捉え、主体的・継続
的・協同的に改善・充実を図っていくことが重要である。こうしたことを踏まえて、今後、以下の展望に
あるような取組の推進が求められる。 

（２）今後の展望 
（保育所保育に関する社会的な周知・啓発）
〇 保護者や運営主体の経営者及び本部の職員等をはじめ、広く保育所保育に関する理解を促進するため、周
知・啓発を進める必要がある。その際、保育所保育指針に示される 保育の基本的な考え方やその前提と
なる子どもや発達の捉え方などについて、保育の実践に日頃触れる機会のない人にもわかりやすく伝わる
よう、周知の方法や内容に留意することが重要である。
（保育内容等の評価の充実と様々な取組の全体像の明確化）
〇 保育の質の確保・向上に当たって、保育内容等の評価が各現場において着実に実施され、またその取組が
充実したものとなることが求められる。一方で現場によっては取組が形骸化している例が見受けられると
いった指摘もある。「保育所における自己評価ガイドライン（2020年改訂版）」の周知等を通じ、保育内容
等の評価の本来的な目的・趣旨を継続的に発信していくことが重要である。
〇 保育内容等の評価は、自己評価への関係者の関与や第三者評価、外部研修、公開保育等を通じて、園内外
の多様な立場からの視点も取り入れ、多面的な 検討を行うことが、評価の妥当性・信頼性を高めるとと
もに、子どもや保育についてのより深い省察や理解へとつながる。また、多層的な時間軸での評価が、相
互につながりを持って行われることも重要である。
〇 こうしたことを踏まえ、各現場において、評価や研修等の実施や参加に際し取組相互の関連性がより意識
されるよう、様々な取組やその成果物等に通底する考え方を明確にした上で、これらの全体像と一つ一つ
の取組の位置づけを整理・可視化して発信することが有用と考えられる。それぞれの取組が保育の質の確
保・向上に向けた全体的な流れの中に位置付けられた上で展開されることで、個々の機会や保育士等個人
の気付きや学びが、組織全体のものとしてより有機的につながっていくと考えられる。　　以下　省略
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　このように先行研究から、保育の質について概
観した結果から、いずれの研究者の考えや厚生労
働省の議論においても、保育の質を考えるとき、
現場の保育者が子どもの健やかな成長と発達が保
証されるよう、子ども中心の保育を原則とするこ
とが分かった。そして子どもを中心に考え、子ど
もにとってどうかという視点を常に置くことが基
本とされ、強調されている。また、保育の質の確
保・向上に向けた取組がより実効性のあるものと
なるためには、保育者をはじめとする多様な立場
の関係者が、保育所保育指針を共通の基盤として、
多面的・多角的に保育の現状を捉え、主体的・継
続的・協同的に改善・充実を図っていくことが重
要であることも示唆された。
　このことを、現場の保育者はどう捉えているだ
ろうか。保育の質の向上の鍵は保育者であり、そ
の資質・専門性を高めるための学び合いの研修が
充実していなければ、保育の質の向上が図れない
のではないだろうかと考える。

「保育者の専門性」について
　児童福祉法第18条の4において保育士につい
ては、「児童福祉法第18条の18第1項の登録を受
け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術
をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する
保育に関する指導を行うことを業とする者をい
う」と記されている。（この論文においては、保
育者のなかに保育士、幼稚園教諭、保育教諭を含
むものとする。）さらに保育所保育指針解説（8）に
おいて保育士の専門性について「①これからの社
会に求められる資質を踏まえながら、乳幼児期の
子どもの発達に関する専門的知識を基に子どもの
育ちを見通し、一人一人の子どもの発達を援助す
る知識及び技術、②子どもの発達過程や意欲を踏
まえ、子ども自らが生活していく力を細やかに助
ける生活援助の知識及び技術、③保育所内外の空
間や様々な設備、遊具、素材等の物的環境、自然
環境や人的環境を生かし、保育の環境を構成して
いく知識及び技術、④子どもの経験や興味や関心
に応じて、様々な遊びを豊かに展開していくため

の知識及び技術、⑤子ども同士の関わりや子ども
と保護者の関わりなどを見守り、その気持ちに寄
り添いながら適宜必要な援助をしていく関係構築
の知識及び技術、⑥保護者等への相談、助言に関
する知識及び技術」の6項目が挙げられている。
　保育者たちはこれらの専門性を発揮し、子ども
たちが主体的に活動できる環境を整え、子ども自
身が生活を作り出しているという実感がもてるよ
うな関わりをしていくことが求められている。
　小笠原ら（9）は、保育現場の保育士と養成校教
員や研究者の捉える専門性の意味、認識のちがい
について論じている。研究調査から論文や文献等
で散見される保育士の専門性の特性とは、ある保
育事例によって推論できる内容や導き出された抽
象的な概念であり、現場で対応するべき具体的で
経験的なものではないため、保育士や子育て中の
親が求めている専門性の認識とは隔たりがあると
いう。そして「保育現場の管理職や保育士の認識
としては、組織の一員としての課題から始まり、
先輩や上司からの指導や助言に対して素直である
こと、『使命と責任感』『協調性や協力的態度』『愛
と思いやり』『乳幼児への理解』を掲げており、『挨
拶ができること』『時刻を守ること』『仕事に積極
的であること』等々、社会人としての極めて基本
的な課題を含めて個人として性格や性質・感情等
に求めている。つまり、現場は『豊かなコミュニ
ケーション力』と『ストレス耐性の強い保育士』
が『保育士の専門性』として認識されている。」
と述べている。
　また古賀（10）は保育の瞬間に立ち現れる保育者
の即応的な専門性を、身体的・状況的専門性と呼
んでいる。保育はその場の動的な状況に対して即
応的であるが、それは過去に蓄積されている実践
の中から何に価値をおいて関わるかが意識される
ことにより、今、関わるべきことが選び出される
という。保育者は子どもの最近の関心事、関わる
対象と関わり方の特徴、そこに感じられる課題感、
深めたい関心、関係など様々な場面で見られた子
どもの姿を、保育の身体的な感覚として蓄積して
いる。それが保育者の中にある即応的な判断の基
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盤になっているとし、保育の質向上は保育者の身
体的・状況的専門性を核とし、保育者の専門性と
深く結び付いていることを述べている。
　保育者は、幼稚園教諭免許や保育士資格を取得
するだけで専門性が身に付いているわけではな
い。現場の中で様々な経験を通して理論的・実践
的な力量を獲得しながら専門性を身に付けていく
ものと思われる。何を専門性とするかは立場に
よって様々な考え方はあるが、それらはすべて、
保育者として乳幼児の成長に直接に関わり、人格
形成の基礎を育てる大きな役割を果たしていくた
めのものだと考える。

第２章　保育所保育指針における研修の位置付け

　保育の質の向上を図るためには、研修を充実さ
せなければならない。その研修が保育所保育指針
において、どのような位置づけになっているかを
次にまとめる。

　保育所保育指針が求める保育の質については、
2008年の告示に遡って捉えたい。保育所保育指
針がそれまでの局長通知という位置付けから、厚
生労働大臣告示になった。「告示化」により、規
範性のある基準として明確になり、各保育所が担
うべき全国共通の基本的事項が定められた。保育
所における保育は、自主性や創意工夫が尊重され
る基本原則が打ち出され、社会的に重要な役割が
認められる保育所として、一定水準の保育を実現

すると同時に各園の豊かな保育の個性を発揮する
ため、保育の質の向上の必要性が強調されている。
そして第7章に職員の資質向上が記され、職員一
人一人が保育所職員としての職務及び責任の理解
と自覚を基盤とし、保育実践や研修などを通じて
保育の専門性を高めるとともに、職員の協働性を
高めていくことが示された。そして、施設長の責
務として、保育の質及び職員の資質向上のため、
研修体制など必要な環境を整えることも求められ
た。大豆生田ら（11）は、職員の資質向上として「職
員の共通理解と協働性を高めること」について、
いかにして園内に保育を語り合う共同的な文化や
風土を形成していくかという課題を述べている。
そのうえで園内研修のあり方について①保育を省
察することは単に「振り返る」ことではなく、省
察的態度そのものであること、②職員間で保育を
語り合うことから、お互いの見方や行為を収奪し
合いながら共感的な場を築き合っていくこと、③
対話を中心とした評価観の大切さ、④個々の保育
者がやりたいことなどを同僚と共有しながら、お
互いが常に同僚を意識していくことという4点を
提示した。
　以上のように保育の質の向上については、2008
年、保育所保育指針の告示化の際から強調されて
いたことであり、それ以降も現場の保育者たちは保
育の質の向上に向けて日々奔走しているのである。
　次に現在適用されている2017年に改定された
保育所保育指針における園内研修の位置づけにつ
いて次に抜粋する。

第5章　職員の資質向上
1　職員の資質向上に関する基本的事項
　（1）保育所職員に求められる専門性
　　 子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うためには、職員一人一の倫理観、人間性並び
に保育所職員としての職務及び責任の理解と自覚が基盤となる。

　　 　各職員は、自己評価に基づく課題等を踏まえ、保育所内外の研修等を通じて、保育士・看護師・調理員・
栄養士等、それぞれの職務内容に応じた専門性を高めるため、必要な知識及び技術の修得、維持及び向
上に努めなければならない。

　（2）保育の質の向上に向けた組織的な取組
　　 保育所においては、保育の内容等に関する自己評価等を通じて把握した、保育の質の向上に向けた課題
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　以上に示された保育所における保育の基本的な
考え方やねらい、保育の方法、保育の環境、保育
所の社会的責任などに基づき、保育の質の向上を
目的として研修等を実施することが求められてい
る。研修は、保育者の専門性の向上につながり、
保育の質向上のために重要なことであることが示
されている。
　具体的には「組織的に取り組むこと」や「日常
的に職員同士が主体的に学び合うこと」「キャリ
アパスを意識した体系的な研修計画を立てるこ
と」等が記されており、さらに個人の責任で研修
をするだけではなく、施設長が組織のマネジメン
トを図り、職員の援助や助言に努めることが規定
されている。このように研修は、それぞれの園の
組織の資質向上のためには、管理職や保育者をは
じめとするすべての職員が互いに関わり合いなが
ら、職務上必要な知識や技術を習得するための学
びの場であるとされている。

　それでは、保育現場で保育者たちは毎日の保育
を展開しながら、保育者の専門性の向上につなが
る園内研修にどのように取り組んでいるだろう
か。学びの場である研修の大切さは理解している
が、研修そのものを負担に感じている実情もある
のではないだろうか。秋田県内の自治体主体で行
われている園内研修等の資料や、筆者が関わった
園内研修の実際を通して保育者の専門性を高める
園内研修について考察する。

第３章　保育現場の研修の実際
　
　保育現場においては数多くの研修に保育者たち
が参加し学んでいることを認識はしているが、年
間の参加実態について筆者は把握していなかっ
た。ここでは自治体主体の研修の実態資料、筆者
が研修で関わった保育所、認定こども園3園の年
間研修とインタビュー、そして継続的に関わった

に組織的に対応するため、保育内容の改善や保育士等の役割分担の見直し等に取り組むとともに、それ
ぞれの職位や職務内容等に応じて、各職員が必要な知識及び技能を身につけられるよう努めなければな
らない。

2　施設長の責務
　（1）施設長の責務と専門性の向上
　　 施設長は、保育所の役割や社会的責任を遂行するために、法令等を遵守し、保育所を取り巻く社会情勢
等を踏まえ、施設長としての専門性等の向上に努め、当該保育所における保育の質及び職員の専門性向
上のために必要な環境の確保に努めなければならない。

　（2）職員の研修機会の確保等
　　 施設長は、保育所の全体的な計画や、各職員の研修の必要性等を踏まえて、体系的・計画的な研修機会
を確保するとともに、職員の勤務体制の工夫等により、職員が計画的に研修等に参加し、その専門性の
向上が図られるよう努めなければならない。

3　職員の研修等
　（1）職場における研修
　　 職員が日々の保育実践を通じて、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上を図るとともに、保育の課題
等への共通理解や協働性を高め、保育所全体としての保育の質の向上を図っていくためには、日常的に職
員同士が主体的に学び合う姿勢と環境が重要であり、職場内での研修の充実が図られなければならない。

　（2）外部研修の活用
　　 各保育所における保育の課題への的確な対応や、保育士等の専門性の向上を図るためには、職場内での
研修に加え、関係機関等による研修の活用が有効であることから、必要に応じて、こうした外部研修へ
の参加機会が確保されるよう努めなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　以下省略
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J保育所の園内研修の実際を通して、実態を把握
し、考察する。

　第１節　自治体主体による研修状況
　　1　 秋田県「わか杉っ子！育ちと学びステッ

プアップ事業」による幼稚園、保育所、
認定こども園等への令和4年度の訪問指
導状況

　秋田県は文部科学省中央教育審議会「幼児教育
と小学校教育の架け橋特別委員会」が取りまとめ
た審議経過報告等を踏まえ、県全体の幼児教育の
質的向上を目指し、平成28年度から自治体におけ
る幼児教育の推進体制の構築をはじめた。令和4
年度から「わか杉っ子！育ちと学びステップアッ
プ事業」を開始し、令和6年度まで実施すること
としている。目的は秋田県内すべての子どもたち
への質の高い幼児教育の保障に向けて、教育・保
育推進体制の充実・強化に資するため、架け橋期
のカリキュラムを市町村ごとに策定できるように
教育・保育アドバイザーの配置や、自治体との連
携した取組や未配置市町村への支援など、本県に
おける幼児教育推進体制を強化することである。
　事業内容は各市町村の園のニーズに合わせた
「市町村研修支援」の実施と「園支援訪問」の実

施である。「市町村研修支援」の内容は若手の保
育者のための研修会、指導案や指導要録の書き方
についての研修、保育補助者を対象とした研修会
等である。また、「園支援訪問」は従来、公立幼
稚園・公立幼保連携型認定こども園計画訪問、認
定こども園訪問、要請訪問、認定こども園サポー
ト事業と合わせて原則年一回園支援訪問が活用で
きる体制を取っている。その内容は指導要録の書
き方についての演習、法人内研修と自園の研究の
ための進め方についての研修、保育補助や支援員
の方を対象に子どもの関わり方で大切にしたいこ
との協議、要請訪問を受けてその後の保育実践に
ついての指導助言の在り方などである。自治体主
体の研修は、各園の園内研修にも関わっており、
状況を把握するため次に示した。筆者はこの事業
が開始された平成28年度から推進委員として関
わり、実態調査等の動向をみてきた。表1に示し
た資料は秋田県教育庁幼保推進課の協力の下でま
とめられたものである。
　令和4年度訪問施設数からは地域によって対象
となる施設数が違い、施設種類も異なることが分
かる。その中で自治体の保育アドバイザーが中心
となり、活発に要請訪問をしながら、保育の質向
上に向けての研修が多々行われている。私立と公
立の実施訪問数を比較すると、公立の施設の方が

【表１】令和4年度訪問施設数（令和5.2.7現在　同事業実施市含む　秋田市は除く）

訪問対象施設
（認可施設）

県北地区 中央地区 県南地区 計

対象 実数 割合 対象 実数 割合 対象 実数 割合 対象 実数 割合

幼稚園
（認定こども園を含む）

公立 1 1 100.0% ― ― ― ― ― ― 1 1 100.0%

私立 5 3 60.0% 3 0 0.0% 6 3 50.0% 14 6 42.9%

保育所
（認定こども園を含む）

公立 34 34 100.0% 8 7 87.5% 6 3 50.0% 48 44 91.7%

私立 20 15 75.0% 26 3 11.5% 44 22 50.0% 90 40 44.4%

幼保連携型
認定こども園

公立 2 2 100.0% 6 6 100.0% 3 3 100.0% 11 11 100.0%

私立 13 9 69.2% 11 5 45.5% 26 26 100.0% 50 40 80.0%

小計 75 64 85.3% 54 21 38.9% 85 57 67.1% 214 142 66.4%

※ 「わか杉っ子！育ちと学びステップアップ事業」実施市 (大館市、能代市、男鹿市、潟上市、にかほ市、大仙市、
仙北市、横手市 )含む。中核市及び休園中の施設は訪問対象施設より除外
※分園も1園と数える
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すべての施設種類において割合が高くなってい
る。また、県北・中央・県南3地区を比較すると、
中央地区の訪問割合が他に比べて低く、特に私立
の割合が低くなっている。実施状況の詳細は把握
できないが、多様な条件、多様な状況の中で、訪
問する講師側も、要請した園側も多くの研修を実
施していることは分かった。

2　市の担当者からみた園内研修の成果と課題

　各研修を通して担当者が感じた成果と課題（表
2）の中から、要請訪問研修の中で保育アドバイ
ザー等の外部講師によって、保育者の意識が変
わったことを以下の3項目に整理できる。
【園内研修の在り方、意識について】
　・ 園内研修の在り方について話し合うことにより、

実施市 成果と課題

A

・ これまでも職員間・子ども同士の交流は行われていたが、幼保小架け橋プログラムのカリキュラ
ム作成をきっかけに、就学前教育・保育施設と小学校の職員が一緒に研究討議や話し合いをもつ
機会が多くなり、互いの教育・保育の理解や子ども理解を共有化することができていた。つなが
りがより深まった。
・ 架け橋カリキュラムの小学校区での取組をきっかけに新たに2つの認定こども園を訪問し、保育
参観と協議に参加することができた。今後も継続していくことで市の教育・保育の一貫性につな
がっていくのではないかと考えている。

B

・ 幼児教育・保育アドバイザーによる施設訪問や通信等による情報発信を通じて、保育の質向上の
ための園内研修の在り方について、意識を高めるよう取り組んできた。徐々に研修意欲の高まり
につながってきている。
・ 幼保小連携推進のための研修会や保育研修会の実施等、園相互や幼保小の職員同士が情報交換を
通して研修できる機会を拡充することができた。
・ 各就学前施設における課題や願い等を把握し、幼児教育・保育アドバイザーを活用した教育・保
育の質向上に向けた主体的な研修の充実につなげたい。

C

・ 各就学前施設の訪問は月一回を予定しているが、都合によりキャンセルになる場合もある。しかし、
各園から別日の依頼もあり、保育の質を高めていこうとする前向きな気持ちが感じられる。その
気持ちの変化が職員間で自分たちの保育を意識するようになってきていることにつながっている。
・ 認定こども園の新設に向け、市内の就学前施設が気持ちを一つにして取り組んでいる。共に学び
合う体制づくりとして公開保育は必要である。

D
・ 幼児教育アドバイザーによる助言や支援等により、園内研修の充実と職員間の向上が図られ、園
の実態や職員の希望を生かした研修内容の工夫があった。
・ 特別支援教育の園内研修の体制づくりや管理職の意識の向上が課題である。

E

・ 県との連携を強化し、事業の円滑な実施のための助言、指導法等の共通理解を図る要請訪問が年
4回行われた。
・ 資質向上のための研修実施にあたり、助言・指導を受けながら、充実した内容の研修を実施する
ことができた。

F

・ 乳児の保育の重要性をより理解し、担任の配置等を考慮する必要がある。乳児保育について園内
研修で学ぶ機会を増やしていくように働き掛けたい。
・ 園内研修の協議において、ファシリテーターへの負担が大きい。ファシリテーターの力量に左右
されることなく協議を深めていくことが今後の課題である。
・ 保育を語るとき、関わりや声掛け、その場の援助などに話題が偏る傾向にある。指導計画の作成
においても環境構成の記述が弱いと感じる。もっと、環境構成の重要性を理解させたい。
・ スタートカリキュラムがカリキュラムデザイン作成に終わらず、全体計画における基本方針や何
を大事に入学した子どもと関わりどのように育てていくのかを明記し、それを意識しながら進め
ていけるよう幼保小に関わっていきたい。

【表２】市の担当者からみた園内研修の成果と課題
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徐々に研修意欲の高まりにつながってきた。
　・ 予定が都合によりキャンセルになる場合もあ
るが、再度予定を組みなおし実施することが
多かった。保育の質を高めていこうとする前
向きな気持ちの表れと感じた。

　・ 共に学び合う体制づくりとして公開保育は必
要であると考えている園もある。保育アドバイ
ザー等より、園内研修の充実と職員間のコミュ
ニケーションの向上が図られ、園の実態や職
員の希望を生かした研修内容の工夫がある。

【研修内容について】
　・ 保育を語るとき、関わりや声掛け、その場の
援助などに話題が偏る傾向にある。指導計画
の作成、環境構成の記述が弱いと感じる。もっ
と、環境構成の重要性を理解させたい。

　・ 研修で学んだ内容を保育や園内研修に生かそ
うという意識が強くなっている。他の保育者
の保育を見ることで、自分の保育を見直す機
会につながっている。

【保育実践】
　・ ねらいからどんな姿を捉えるのかを質問して
聞き出すことで保育者の意識していなかった

ことを広げ、もっと具体的に書くことで保育
のイメージが明確に出てくることを実感でき
ている。

　・ 保育の記録をする際にねらいに沿った手立て
や環境はどうだったかを書き込むことで、次
週の保育を考えることにつながることもある
と思われるので、保育アドバイザーからも提
案していくことも必要。

　・ 園内研修が定着してきた中で、さらに他園の
研修会でも学び合うという基盤が広がってき
ている。

　園内研修はそれぞれの立場や職位で様々な思い
があると思う。その中で保育者が机上の研修に終
わらず、実際の保育に生かしていこうとする姿や
意識の変化が多々見られていることが分かった。
個々の保育者の学びに対する姿勢は、自治体主体
の研修に参加することで刺激を受けながら向上し
ていったことが分かる。矢藤（12）は保育者の学び
として保育を実際に行うための知識及び技術のテ
クニカル・スキル、人と関わる力のヒューマン・
スキル、保育者の実践を支える概念、考え方、理

実施市 成果と課題

G

・ 研修で学んだ内容を保育や園内研修に生かそうという意識が強くなっている。他の保育者の保育
を見ることで、自分の保育を見直す機会になっている。
・ 保育公開や園内での協議に保育アドバイザーも一緒に参加している。公開前の指導案の読み取り
では、保育者が意図していることを聞き出したり、ねらいからどんな姿を捉えるのかを質問した
りすることで、保育のイメージが明確に出てくることが実感できている。
・ 指導計画の作成に結び付くように、子どもの姿の話し合いや裏面等を使ってメモに残すなど、各
園で工夫している面が見られる。しかし、自由に記述していいということも多く、子どもの姿を
書き込んでいることが多い。ねらいに沿った手立てや環境はどうだったかを書き込むことで、次
週の保育を考えることにつながることもあると思われるので、保育アドバイザーからも提案して
いくことも必要と考える。
・ 園の管理者が指導計画を見て、日々の保育と重ね合わせて声を掛けていく体制を推進しながら、
保育者の良い面を認めてあげることや保育者の自信に繋がっていくような言葉かけをしていく支
援を継続していくように努めたい。

H

・ 地域の公開保育研究会の開催がさらに広がり、幼保小の接続、幼児教育施設同士の横のつながり
が強まった。園内研修が定着してきた中で、さらに他園の研修会でも学び合うという基盤が広がっ
てきている。
・ 研修会を基本にして、今年度の園内研修が進められており、各園の訪問でもそこに合わせた指導
助言をすることができた。事前の保育アドバイザーの訪問が研修の焦点化を図ることにもつな
がっている。
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①

②
③

④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

6月
６／１
９（
月）

６／７
（水

）
６／２
３（
金）

６／２
０（
火）

６／３
０（
金）

６／２
８（
水）

６／２
０（
火）

６／１
３（
火）

６／１
４（
水）

６／１
５（
木）

６／１
４（
水）

指導
主事

訪問
2歳
児・
5歳
児

ドキ
ュメ
ンテ
ーシ
ョン

以上
児

遊び
マッ
プ作

成
伝承

遊び
（教

材研
究）

5歳
児の
保育
につ
いて

環境
構成
と手
立て
に

つい
て　
0・
1歳

＊前
週参
観ウ
ィー
ク

ポー
トフ
ォリ
オ研
修

4歳
児

前月
の公
開保

育の
振返
り　
2歳
児

保育
カン
ファ
レン
ス

発達
に応
じた
環境
構成

エピ
ソー
ド記
録か
ら

以上
児

エピ
ソー
ド記
録か
ら

未満
児

公開
保育
と協
議

4歳
児

指導
主事
訪問

5歳
児

公開
保育
と協
議

4歳
児

６／８
（木

）
６／１
４（
水）

６／１
５（
木）

ドキ
ュメ
ンテ
ーシ
ョン

未満
児

エピ
ソー
ド記
録か
ら

未満
児

エピ
ソー
ド記
録か
ら

以上
児

7月
７／２
０（
木）

７／１
０（
月）

７／２
７（
火）

７／１
９（
水）

７／１
０（
月）

７／２
０（
木）

７／２
１（
金）

７／６
（木
）

７／１
９（
水）

７／２
１（
金）

７／２
６（
水）

ドキ
ュメ
ンテ
ーシ
ョン

環境
の見
直し

5歳
児

公開
保育

4歳
児

ワー
クシ
ョッ
プ型

研修

エピ
ソー
ド記
録か
ら

以上
児

保育
の成
果と
課題

5歳
児

4歳
児の
保育
につ
いて

環境
構成
と手
立て
に

つい
て　
０・
1歳
児の

育ち
と課
題考
察

ポー
トフ
ォリ
オ研
修

3歳
児

支援
が必
要な
子ど
もと

保護
者対
応に
つい
て

講師
：大
曲支
援学
校

教育
専門
監

指導
主事
訪問

2歳
児・
5歳
児

園内
公開
保育

・協
議

3歳
児

指導
主事
訪問

2歳
児・
5歳
児

公開
保育
と協
議

3歳
児

変容
した
姿（
4歳
児）

７／２
１（
金）

７／２
８（
水）

７／１
２（
水）

７／２
０（
木）

保育
ウェ
ブ

2歳
児

エピ
ソー
ド記
録か
ら

未満
児

ドキ
ュメ
ンテ
ーシ
ョン

1歳
児

園内
公開
保育

・協
議

０歳
児

８月
８／８
（火

）
８／３
（木

）
８／２
９（
火）

８／　
　（　
）

８／２
２（
火）

８／９
（水
）

８／１
８（
金）

８／８
（火
）

８／９
（水
）

８／２
４（
木）

８／２
３（
水）

保育
ウェ
ブ

4歳
児

公開
保育

1歳
児

ワー
クシ
ョッ
プ型

研修

指導
計画
につ
いて

以上
児

保育
の成
果と
課題

4歳
児

3歳
児の
保育
につ
いて

環境
構成
と手
立て
に

つい
て　
2歳
児

＊前
週参
観ウ
ィー
ク

ポー
トフ
ォリ
オ研
修

2歳
児

園内
公開
保育

・協
議

1歳
児

ドキ
ュメ
ンテ
ーシ
ョン

０歳
児

園内
公開
保育

・協
議

4歳
児

公開
保育
と協
議

1歳
児

研修
の中
間ま
とめ

指導
案書
き方

変容
した
姿（
3歳
児）

８／２
４（
木）

８／３
０（
水）

８／９
（水
）

８／１
０（
木）

保育
ウェ
ブ

1歳
児

エピ
ソー
ド記
録か
ら

以上
児

エピ
ソー
ド記
録か
ら

以上
児

園内
公開
保育

・協
議

０・
1歳
児

9月
９／１
１（
月）

９／１
４（
木）

９／１
３（
水）

９／１
５（
金）

９／１
２（
火）

９／５
（火
）

９／２
１（
木）

９／５
（火
）

９／７
（木
）

９／７
（木
）

９／１
３（
水）

保育
ウェ
ブ

3歳
児

ドキ
ュメ
ンテ
ーシ
ョン

5歳
児

エピ
ソー
ド記
録か
ら

以上
児

要請
訪問
：5
歳児

環境
構成
と手
立て
に

つい
て　
2歳
児の

育ち
と課
題考
察

指導
主事
訪問

4・
5歳
児混
合

前月
の公
開保

育の
振返
り　
1歳
児

保育
カン
ファ
レン
ス

（テ
ーマ
未定
）

保育
の振
返り

以上
児

指導
主事
訪問

2歳
児・
5歳
児

各ク
ラス
の育
ちに
つい

て
保育
実践
と協
議

2歳
児

９／１
２（
火）

９／１
５（
金）

９／１
４（
木）

気に
なる
子に
つい
て

９／２
７（
水）

９／６
（水
）

保育
ウェ
ブ

０歳
児

ドキ
ュメ
ンテ
ーシ
ョン

2歳
児

指導
計画
の作
成

各ク
ラス
の現
状に
つい
て
4歳
児保
育の
成果
と課
題

2歳
児の
保育
につ
いて

指導
主事
訪問

3・
4・
5歳
児

保育
の振
返り

未満
児

１０月
１０／
２５（

水）
１０／
１０（
火）

１０／
２３（
月）

１０／
１７（
火）

１０／
１６（
月）

１０／
１９（
木）

１０／
２０（
金）

１０／
１０（
火）

１０／
１９（
木）

１０／
２７（

金）
１０／
１９（

木）
公開

保育
の振
り返
り

公開
保育
と協
議

5歳
児

（小
学校
との
連携

）

指導
主事

訪問
2歳
児・
5歳
児

2歳
児保
育の
成果
と課
題

1歳
児の
保育
につ
いて

（高
月齢
）

重点
目標
の中
間振
返り

およ
び今
後の
手立
て
保育
の振
返り
と見
直し

4歳
児

園内
公開
保育

・協
議

０歳
児

エピ
ソー
ド記
録か
ら

以上
児

園内
公開
保育

・協
議

4歳
児

公開
保育
と協
議

3歳
児

保育
実践
と協
議

1歳
児

１０／
１１（
水）

１０／
２０（
金）

変容
した
姿（
2歳
児）

ドキ
ュメ
ンテ
ーシ
ョン

2歳
児

園内
公開
保育

・協
議

1歳
児

１１月
１１／
２２（

水）
１１／
２７（
月）

１１／
１３（
月）

１１／
２０（
金）

１１／
２１（
火）

１１／
１７（
金）

１１／
９（
木）

１１／
２８（
火）

１１／
１７（

金）
１１／
２２（

水）
ドキ
ュメ
ンテ
ーシ
ョン

4歳
児

年間
指導

計画
の見
直し

０～
5歳
児

ドキ
ュメ
ンテ
ーシ
ョン

3歳
児

エピ
ソー
ド記
録か
ら

未満
児

1歳
児保

育の
成果
と課
題

（高
月齢
）

1歳
児の
保育
につ
いて

（低
月齢
）

環境
構成
と手
立て
に

つい
て　
以上
児

＊前
週参
観ウ
ィー
ク

保育
の振
返り
と見
直し

3歳
児

・前
月の
公開
保育
の

振返
り　
０歳
児

エピ
ソー
ド記
録か
ら

以上
児

エピ
ソー
ド記
録か
ら

以上
児

公開
保育
と協
議

０歳
児

保育
実践
と協
議

０歳
児

変容
した
姿（
1歳
児）

１１／
２９（
水）

１１／
１５（
水）

保育
カン
ファ
レン
ス

１１／
１０（
金）

１１／
２９（
水）

ドキ
ュメ
ンテ
ーシ
ョン

０歳
児

エピ
ソー
ド記
録か
ら

以上
児

（テ
ーマ
未定
）

ドキ
ュメ
ンテ
ーシ
ョン

1歳
児

エピ
ソー
ド記
録か
ら

未満
児

12
月

１２／
１４（

木）
１２／
１２（
火）

１２／
１５（
金）

１２／
１１（
月）

１２／
１８（
月）

１２／
１４（
木）

１２／
１２（
火）

１２／
１４（
木）

１２／
１４（

木）
１２／
１３（

水）
ドキ
ュメ
ンテ
ーシ
ョン

3歳
児

指導
主事

訪問
2歳
児・
5歳
児

保育
の振
り返
りと
見直
し

4歳
児

1歳
児保

育の
成果
と課
題

（低
月齢
）

０歳
児の
保育
につ
いて

環境
構成
と手
立て
に

つい
て

以上
児の
育ち
と

課題
考察

保育
の振
返り
と見
直し

2歳
児

指導
主事
訪問

2歳
児

エピ
ソー
ド記
録か
ら

以上
児

遊び
と環
境の
再構
成

以上
児

重点
の成
果と
課題

保育
の振
返り
とテ
ーマ

　　
に基
づい
た協
議

変容
した
姿（
０歳
児）

１２／
１３（

木）
１２／
２０（
水）

１２／
１３（
水）

１２／
１５（
金）

保育
ウェ
ブ

1歳
児

エピ
ソー
ド記
録か
ら

未満
児

ドキ
ュメ
ンテ
ーシ
ョン

０歳
児

遊び
と環
境の
再構
成

未満
児

1月
１／１
１（
木）

１／１
０（
水）

１／１
８（
木）

１／１
６（
火）

１／１
８（
木）

１／１
９（
金）

１／１
０（
水）

１／１
７（
水）

１／１
２（
金）

１／１
７（
水）

園内
研修
の振
り返
り

以上
児

研究
の取
組方

法と
内容
の検
証

未満
児

年間
計画
の振
り返
り
０歳
児保
育の
成果
と課
題

気に
なる
子に
つい
て

※
11
月～

1月
計画
し

たが
実施
不可

環境
構成
と手
立て
に

つい
て

クラ
ス未
定

＊前
週参
観ウ
ィー
ク

保育
の振
返り
と見
直し

5歳
児

・指
導計
画の
様式
に

つい
て

・今
年度
の振
返り

保育
や行
事等
園全
体

につ
いて

指導
計画
につ
いて

重点
の成
果と
課題

遊び
と環
境の
振り
返り

以上
児

公開
保育
と協
議

5歳
児

年間
指導

計画
の見
直し

実践
を通
して
の振
返り

成果
と課
題

１／１
８（
木）

１／１
２（
金）

１／１
２（
金）

遊び
と環
境の
振り
返り

未満
児

保育
ウェ
ブ

０歳
児

研究
の取
組方

法と
内容
の検
証

【
表
３
】
F
市
園
内
研
修
実
施
一
覧
の
抜
粋
（
令
和
5
年
度
）
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論を学ぶコンセプチュアル・スキルがあるとして
いる。前述した成果・課題からはこの3つのスキ
ルが具体的に表れていることが捉えられる。それ
ぞれの運営担当者だけではなく、受講した保育者
がどのようにとらえたか、実際の意見を集約する
必要がある。
　表3は、F市の二つの法人において実施された
園内研修の一部抜粋である。各園とも年一回は指
導主事による研修であるが、そのほかは、それぞ
れの園で保育アドバイザーと園内研修担当者が、
積極的に計画した研修である。自治体主体で開始
された園内研修が、保育アドバイザーの協力、指
導のもとに自園の課題を見極めたテーマを設定し
た自発的な園内研修に変わり、積み重ねを続けて
いる。その基盤に自治体が地域のニーズを把握し、
細やかな連絡やコミュニケーションを重ね調整し
てきた経緯がある。自治体が指導者の派遣、情報
提供、地域への周知など支援してきたことが有意
義に活用され、各園の多様なニーズに応じた研修
につながっていることは、評価できることではな
いだろうか。

第２節　研修の取組一覧とインタビュー調査

　1 ）表4は筆者が園内研修講師として関わった
保育所・幼保連携型認定こども園4園につい
ての令和4年度の研修状況一覧である。

　　 　資料から見えたことは、保育が毎日展開さ
れる中で、研修に参加している園の大変さの
実態である。また同時にその陰で、送り出す
園の体制にも、たくさんの配慮がなされてい
ることも想像された。

　　 　職歴に応じた法定研修や多様なニーズに応
じた研修、また、各保育士会等で企画する研
修はすべて、乳幼児教育の重要性を踏まえた
研修であり、その内容も参加者が主体的に参
加し、新たな気付きや学びが得られるような
研修が提唱され実施されるようになってきて
いる。これらの研修に求められる成果は、保
育者一人の資質向上から園全体の保育充実に
示される。しかし、実態として、その研修が
参加した保育者だけのものに終わってしま
い、園全体の保育の見直しになかなかつなが
りにくいという声も聞かれた。ここでやはり、

　I保育所 J保育所  K 幼保連携型
認定こども園

L幼保連携型
認定こども園

園内研修 外部研修 園内研修 外部研修 園内研修 外部研修 園内研修 外部研修幼 保
4月 ◎ 〇 ◎ ★ ◎ 〇
5月 ◎ ◎ ★★ ◎ 〇
6月 ◎ 〇★★ ★

☆★
◎ ☆★ ◎ 〇☆

7月 ◎ ★ ◎ ☆〇 ◎ ◎ ☆★★ ◎ 〇
８月 ◎ ★★☆☆ ▲ ◎ ◎ ☆☆★ ◎ ★★★★☆☆

☆☆☆☆☆☆
9月 ◎ 〇☆☆ ◎ ◎ ☆☆☆ ◎ ☆☆
10月 ◎ ★ ▲☆☆ ☆ ☆
11月 ◎ ★★☆ ◎ ☆ ◎ ◎ ☆☆★★ ◎ ☆☆☆
12月 ◎ ☆★ ◎ ☆☆ ◎ ◎ ★★ ◎ ☆☆☆
1月 ◎ ☆★ ◎ ◎ ◎ ☆★ ★
2月 ◎ ★ ◎ ◎ ◎ ☆☆ ◎
3月 ◎ ◎ ★ ◎

【表4】令和 4年度研修一覧

◎園内研修　　★連合会等研修会　　〇法定研修　　▲要請訪問　　　☆その他の研修会
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園内研修の重要性が出てくるのではないだろ
うか。多くの外部研修に参加することにプラ
スして、保育者同士が自園の課題に向き合い、
具体的な実践を通した保育について振り返
り、考えるという省察の時間をつくる園内研
修の充実性が、各園の課題であると考える。

　2 ）表4の一覧にあるうちのⅠ保育所副園長、
Kこども園園長、Lこども園副園長に1時間

程度の半構造化インタビューを行った。質問
内容は、園内研修をどう捉えているか、公開
保育を担当した保育者の意識、園内研修後の
保育の変化、園体制として園内研修の課題、
目指したいことは何かとした。インタビュー
時に各園の許可を得て録音した音声データを
もとにして文字記録化し、要約したものが次
の記録である。

園内研修をどう捉えているか
　・ 園内研修は、毎月欠かさず継続している。継続してきた中で、多様な方法を試み、実態に合わせて現在
に至っている。全職員が参加するためには、土曜日の実施とし、形態を変えて、職員会議と研修発表及
び園内研修を行っているが、多くの保育業務、保育以外の業務の中で、時間を作り出す大変さがある。
だからこそ、限られた時間で、参加した保育士がお互いに満足感や充実感を感じる研修にしていかなけ
ればならない。

　・ 毎月のテーマの設定が重要と考え、試行錯誤している。以前はエピソードトークや保育観、保育の悩み
等を語る内容にしたこともあったが、そこから先がなかなか進まず、深まらなかった。ファシリーテー
ターの力量と語る側、語り合いをする人数、研修形態なども影響することを感じた。話す人は話すが、
話すことに消極的な人はそのままで終わってしまう、これでは研修にはならないため、少人数で語るこ
とから再出発している。

　・ 午睡の時間に毎日、10分間トークを行っている。保育の振り返りをもっと実践的なものにしたいという
願いから、トークをそのまま、週案にする提案をした。これは、外部の研修で情報として得たものを、
実際に取り入れたものであり、その結果、少しずつではあるが、保育への見方が変わってきたと感じて
いる。お互いのやり取りの会話が週案に生かされ、保育の可視化になりミニ研修会の形になっていると
思う。話すことが苦手でも書くことを得意とする保育者もいる。保育者の特性を保育に生かしていくこ
とも人材育成につながるのではないか。

公開保育を担当した保育者の意識、園内研修後の保育の変化
　・ それぞれのクラスの保育者同士が互いに参観する形式はとっていない。園長、副園長、クラスリーダー
が毎月、保育を参観しているが、クラス担当の保育者は、研修のための参観という意識が低い。

　・ 園内研修をした後や、外部の研修後に全体の場で伝え合っているが、実践につながりにくい現実がある。
しかし、保育者自身が研修をして心を動かされた時は、自ら積極的に伝えようとする姿勢がある。保育
の質向上を目指していくためには、根本的な研修に向かう姿勢や自ら変わろうとする姿が、保育に生か
されるのだと思う。これがこれからの課題でもある。

園体制として園内研修の課題、目指したいことは何か
　・ 心が動いた研修を自分が実践し、伝え合える研修にしたい。そのためには、まず自分自身の肯定感を高
めていく、モチベーションをあげるという内面的な研修も必要と考える。自分を知る、相手を知る、仲
間意識をさらに強くしていくことにより、保育士の専門性も発揮することができるのではないかと考え
ている。保育のスキルだけではなく、自分の保育意識が高まることが園内研修の効果になると捉えている。

I保育所副園長　
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園内研修をどう捉えているか
　・ 園内研修としてのテーマ進行方法を毎年これでいいのだろうか？と疑問を持ちながら行っている。園内
研修としての位置付けが確定できていない。教育課程に位置付けられている様々な計画・行事予定と重
なり合いながらであるが、内容的には、十分満たしている研修を行っているような気がする。認定こど
も園協議会等のテーマに基づき研修をする際は、ありのままの自然体でいいとはいうが、指導案、ねら
いを作成し、公開保育もしなければならない。そこに大きな負担が出ているのも否めない。

　・ テーマを決めて話し合う園内研修より、本園の先生たちは、普段から、常に職員室で子どもの話、教材
の話、保護者の話を頻繁にしている。休憩時間を必ず取るシステムを作っているが、個人の休憩時間は
とらず、その時間に、職員室の中で活発な会話が行き交っている。それがごく自然に行われ、その場で
認め合いや提案、質問等をしながら解決する雰囲気が園の文化になっている。しかし、雑談で終わるこ
ともあり、もう少し、深めることができれば、この時間のこの雰囲気が、そのまま園内研修として成り
立つのではないかと思う。

　・ 日常的に話しをしている中に結構、重要なことが入っている。自分なりに意識を持ち目的をもって聞い
たり、話したりすると深まるのではないか。園内研修になると、話さなければならない意識が先に立ち、
ひねり出している雰囲気になり、秋田県人の気性もあるのだろうか。

公開保育を担当した保育者の意識、園内研修後の保育の変化
　・ 園内研修で公開保育後に、劇的に変わった先生はあまりいない。ただ担当した先生たちは、たくさんの
意見をもらうことで、次にこうしてみたいという意識にはつながっている。普段の日常の話にも出てく
る内容だが、公開保育し、園内研修をするからこそ、深まった話になるのだと思う。

　・ 公開保育をした先生の何が変わったのだろうと振り返ると、先生自身の心もちが変わったのではないか
と思う。心もちが変わることで、子どもの遊びの姿の変化を見ることができるようになったと感じる。
そのように変化した先生や子どもの姿を見ると充実した職員室の毎日の会話を生かす方法を考えていき
たい。

園体制として園内研修の課題、目指したいことは何かについて
　・ 今まで副園長主導で試行錯誤しながら園内研修をしてきた。数年たって、ようやく、若い先生と経験の
ある先生をチームにして、年間研修を組み立てる形式に変えた。内容も自分たちの保育の課題からやっ
てみたいことをテーマにすることになった。副園長は相談役として役割を担い、先生たちの考えを支持
していこうと考えている。

　・ 園内研修の内容は様々でいいが、園の教育理念の考え方、捉え方については、普段の保育の中で忘れな
いように意識している。足元の保育、原点に立ち戻ることを大切にした研修を進めていきたい。その理
念を意識しながら子どもに関わることを基本にすると、保護者、遊び、環境もすべて自然に話がつながっ
ていくのではないか。

　・ 毎日の話合いを次の日からの保育にどう生かしていくか、どこを目指すべきなのか、という話にしてい
きたいと考える。しかし、援助が必要な子どもへの配慮や関わりの話にとらわれすぎ、現状を変えられ
ないこともある。職員が心身ともに健康な気持ちで子どもに向かうために、自分自身の在り方、見つめ
方などのメンタルヘルス的な研修も必要なのではないかと考えている。

Kこども園園長
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園内研修をどう捉えているか
　・ 園内研修としての枠組とは何だろうと考えると、園内研修を形式に沿ったものにする必要があるのかと
いう根本的な問題にもなってしまう。私立幼稚園として自分たちの園の思い、願い、成果、課題はいろ
いろある。決められた日程で公開保育もこなしていかなければならない。しかし、園内研修の枠組では
なく、毎日の積み重ねがあって次のフェーズに自然に入っていく実態があり、そのことにより保育が変
わっていくことを実感している。

　・ 園内研修の評価も大事であるが、それよりも子どものことをたくさん語ることができる保育者集団であ
りたい。私の前だからこんな姿を出してくれた、それを語ることができ、皆に伝える、それ自体を嬉し
がる自分がいることを大切にしたい。子どもも同僚性を発揮している。それをキャッチできる自分がい
るかどうか、それを語るのが研修だと考えている。それは素敵なことではないだろうか。

　・ 保育者である前に私たちは人間であるべき。いろいろな人に出会って、刺激をもらって、人間的に大きく
なったときに保育が変わっていくのではないかと捉えている。根底の部分で自分がほぐれていくことを外
部講師の先生と出会うことで実感した。研修内容を自分たちの事例に繋げ考えることができるようになり、
嬉しい連鎖を園内研修の中で体験することができ、園全体の保育が変化してきたことを感じている。

　・ 12年間の園内研修を経て、ようやく自分たちの語り合いを主軸にした研修の形になってきた。大きなテー
マというより、「私はこの姿を皆に伝えたい」というエピソードの語り合いができるようになってきた。
園長一人ではできなかった。このようになったのは、一人一人の素晴らしい力を持つ仲間の同僚性の発
揮そのものであると考えている。

公開保育を担当した保育者の意識、園内研修後の保育の変化
　・ 園内研修を担当したから変わることができたという感覚ではない。保育をする人、見る人、皆が研修を
して、一緒に面白がり、共有していく時間が園内研修だと考える。保育中に園長としては何かできるこ
とある？困っていない？と子どもに声をかけたり、先生たちに声をかけたりする役目をしている。そう
いうことが保育を楽しむということだと考え、園内研修に向かう姿勢にしている。常に園内研修のもと
を正していきながら子どものことを考えるために子どもの見方を研ぎ澄ませていきたい。そして、それ
が自分のスキルを磨くことに繋がるとよく言うが、それよりも、毎日の保育の中にそういう子どもへの
まなざしを散りばめるような雰囲気を作っていきたいと考えている。

　・ 園内研修で一番変わったことは、指導計画に踏み込んだことである。指導計画に落とし込まれている先
生と子どもの物語的な部分が非常に面白くなってきて、保育が見えるようになってきた。言い換えれば、
子どもの姿が見えるような指導計画を作れるようになってきたことが、一つ一つのフェーズを歩んでき
たことなのだと思う。大変な道のりだったが、わが園オリジナルの子どものために対話的で深い学びに
行くための過程だと思っている。だから、皆で、今の園内研修の活発な意見が出しあえる風土になった
と確信している。

　・ 園内研修の中で、お互いに「これを提案したい」とか、「どう変わったか教えて」「整理するとどうなる？」
というごく自然発生的な対話が園内研修の在り方でいいと思っている。園内研修で同僚性を高めるとい
うのは相手のことを尊重することではないか。先生たちが語り合いの中でそのような会話をしている。
まさに尊重しながら「実は・・・」と本音を語り合える集団に変わってきたと思う。これは、保育の問
題ではなく、自分がどう生きているかということを大事にしてこそ出てくる感情ではないだろうか。間
違ったらリラックスして仕切り直したり、ほかの人の捉え方を受け入れたりして、自分を変えていく。
その余裕がなければ、保育は変わっていかないと考えている。

Lこども園園長
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第３節　J保育所の園内研修の取組

　保育者養成校である本学は、子育て支援活動を
軸にして、秋田県内の８市町村・団体等と大学教
育と社会貢献を目的とした協定を締結している。
そのことがきっかけとなり、2022年9月に、J
保育所から年間5回計画の園内研修への講師依頼
があり、筆者がその園内研修を担当することに
なった。以下、J保育所の取組についての実際を
述べる。

　1）J保育園園長の依頼主旨
　　・ 園長として就任してから3年が経過し、よ

り良い保育を目指していくために役職の大
改革を試み、若手の人材育成に着手し始め
たばかりである。保育士が育みたい資質、
能力をねらいとした遊びを創り出し、その
質を高めるための真剣な研修は欠かせない。

　　・ 行政からの指導主事訪問、外部研修講座は
貴重な研修となっているが、実際の保育に
その研修で学んだ知識を実践するとなると
悩むことが多々ある。そこで外部講師を園
に招いて研修を行うことが必要なのではな
いかと考えている。園内に研究チームを作
り、自園の保育の質を高めるための研究を
行い、外部講師の助言をいただきながら園
内研修を実施したい。その体験が経験とし
て生きるようになれば、保育士の質の向上
も図られると考えている。

　　 　園長の熱い思いを感じ、そして筆者にとっ
ても幼児教育の貴重な研究の場にさせていた
だこうと2年計画の園内研修がスタートし
た。実際の取組計画、進行は新しく教育班長
に起用された30代のA保育士である。若手
人材育成を考える園長は、A保育士が中心と
なる4名の保育士チーム（主任保育士、A教
育班長、B養護班長、C保育士）を核にし、 
徐々に園全体に広げていきたいという構想
だった。

　　2 ）J保育所の園内研修実施経過　（令和4
年9月～令和6年2月）

〇 J保育園の職員数　　　27名
　・ 園長1・主任保育士1・保育士15・保育
補助3・看護師1・栄養士1歳・調理師4・
事務1

〇クラス数　 ０歳児から5歳児まで各年齢1ク
ラス

　令和5年度　全クラス数6　園児数　94名
〇経験年数
　園長　　　　　令和3年から本園に勤務
　主任保育士　　 保育経験　16年
　　　　　　　　令和4年から役職
　A教育班長　　 保育経験　17年
　　　　　　　　令和4年から役職
　B養護班長　　 保育経験　18年
　　　　　　　　令和4年から役職
　C保育士　　　 保育経験　7年

園体制として園内研修の課題、目指したいことは何か
　・ 目指したい園内研修は子どもを面白がれるか、子どもを信じることができるかということ。保育を展開
する方法等ではなく、人として豊かな人間性をもっている人が一番大事なことだと思う。そういう人た
ちがたまたま集まって保育をしたときに、この集団の中で、子どもはどういう存在であるかを追求して
いきたい。こういう考え方になったのは外部講師からの影響が大きい。

　・ この組織の中でお互いが信じあって、同じ方向を向いているのは嬉しい。本当に共感性をもってくれた
から進んでくることができた。それが、園の枠を超えて同僚性を分かち合える出会いを広げていくこと
ができたら嬉しいと思う。同僚性を互いの園に広げ、子どものことを語り合う研修になったら、私立幼
稚園連合会の研修も深まっていくのではないか、と考える。
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　園長の依頼主旨をもとに、1年目の研修は、4
歳児を初めて担任したC保育士を中心に行った。
C保育士は経験7年目で、初めて3歳以上児を担
任した。C保育士の保育を他クラスの保育士が参
観し午後の討議に入る計画を立案した。2年目は
他年齢に広げ、参観及び研究討議を重ねた。各回
とも、それぞれ保育を担当する保育士が週案・指
導案を作成し、園内研修に臨む。その際A教育班
長を中心にしたメンバーが共に相談に乗り、指導
案を作成し、討議にも参加した。
　研究討議のアイテムとして用いた「えんたくん」

とは、東京工業大学で開発されたコミュニケー
ションツールである。（図1-1・1-2）それ
は直径1メートルの円形の段ボールを囲みなが
ら、話し合いを進めていく。膝の上に乗せて使用
するため、グループメンバーのお互いの身体的な
距離も近くなり話しやすい雰囲気を作り対話がス
ムーズに進む。筆者が多様な研修の場で効果を実
感しているため、この J保育所の研究討議にも数
回利用した。
　表5は2年間の園内研修の実施経過を記載した
ものである。

【図１-１】 コミュニケーションツール「えんたくん」
を使用したグループワークの様子

【図１-２】「えんたくん」の記録写真

【表5】園内研修実施一覧

日　　程 公開保育・内容 協　　議
1 令和4年9月6日 園長からの依頼
2 令和4年10月14日 研修方針の相談
3 令和4年11月17日 4歳児　参観 C保育士と面談（4歳児担任）
4 令和4年12月16日 4歳児　参観 日案の形式について　研究討議（えんたくん）
5 令和5年1月13日 4歳児　参観 振り返りからの研究討議
6 令和5年1月26日 4歳児　参観 振り返りからの研究討議
7 令和5年2月10日 4歳児　参観　※要請訪問 振り返りからの研究討議　研究討議（えんたくん）
８ 令和5年4月18日 令和5年度研修方針の相談 C保育士（5歳児担任）
9 令和5年6月12日 ０～2歳児　参観 振り返りからの研究討議
１０ 令和5年7月4日 4歳児　参観　※要請訪問 振り返りからの研究討議
１１ 令和5年9月1日 2歳児　参観 振り返りからの研究討議　研究討議（えんたくん）
１２ 令和5年10月12日 2歳児　参観 振り返りからの研究討議　研究討議（えんたくん）
１３ 令和6年2月16日 1歳児　参観 振り返りからの研究討議
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　3 ）J保育園の園内研修についてのアンケート
調査

　　 　保育士の意識が園内研修前と研修後にどの
ような変化があったのかを知るため、アン

多様に出てくると思われるが、研修前は表現で
きていない、あまりできていないが53.8％あっ
た。研修後は15.4％になっている。そして研修後、
まあまあできているが61.5％、できているが
23.1％に増加した。以前は自分の思いを語る経
験が少なかったが、保育士同士のコミュニケー
ションが少しずつ変化してきたと思われる。

【表８】③ 自分の保育の取り組みについて自分の
良さを気付いていたか。

　 　自分の保育にどれだけ肯定感をもって取り組
んでいるかを問うたものである。できていない、
あまりできていないが46.2％だった。実施後は
まあまあできているが38.5％、そしてややでき
ている、できているが53.8％となっている。実
施前にくらべ、92.4％が肯定感をもって取り組
めるようになったと振り返っている。自分なり
に努力し、頑張っていることを自分で認めるこ
とから出発し、明るい発言が多くなってきたこ

① 　保育の中で自分の思いや喜びを表現できていたか。
②　保育の悩みや葛藤を表現できていたか。
③ 　自分の保育の取組の良さに気付いていたか。
④ 　具体的な保育の方法を新たに求めようとしていたか。
⑤ 　他の先生の視点や気付きを見つけようとしていたか。
⑥ 　自分のクラスの反省等の振り返りの記録はどうか。
⑦ 　公開保育後の保育に生かそうとしていたか。
⑧　研究討議を保育に生かそうとしていたか。
⑨ 　園内研修を重ねてきて、気づいたこと、学んだことをお書きください。

（1できていない　2あまりできていない　3まあまあ　4ややできている　5できている）

ケートを実施した。対象者は園内研修、研究
討議に参加した13名である。13回目研修終
了後に配布し、無記名で回答してもらった。
質問内容は以下の9項目である。

アンケート結果について

 【表6】① 保育の中で自分の思いや喜びを表現で
きていたか。

　 　園内研修前は保育の中で、自分の思いや喜び
を表現することをあまりできていないと答えた
保育士は76.9％もいた。園内研修後にはできて
いない、あまりできていないが０％になってい
る。そして、ややできている、できているが半
数を超えた53.8％となり変化は大きい。

【表7】②保育の悩みや葛藤を表現できていたか。

　 　毎日展開される保育の中で悩みや葛藤は多種

実施前 実施後
人 ％ 人 ％

1 0 0.0% 0 0.0%
2 10 76.9% 0 0.0%
3 3 23.1% 6 46.2%
4 0 0.0% 4 30.8%
5 0 0.0% 3 23.1%

実施前 実施後
人 ％ 人 ％

1 2 15.4% 0 0.0%
2 5 38.5% 2 15.4%
3 4 30.8% 8 61.5%
4 0 0.0% 0 0.0%
5 2 15.4% 3 23.1%

実施前 実施後
人 ％ 人 ％

1 2 15.4% 0 0.0%
2 4 30.8% 1 7.7%
3 6 46.2% 5 38.5%
4 1 7.7% 5 38.5%
5 0 0.0% 2 15.4%



― 19 ―

保育者の専門性を高める園内研修についての一考察　―秋田県内の令和４年度の４園の事例を中心に―

とが数字にも表れたと感じている。

【表9】④ 具体的な保育の方法を新たに求めよう
としていたか。

　具体的な保育の方法とは、環境設定をどう考え
ようとしているかということにつながる。子ども
の姿を追いながら、どのようにしたら子どもが主
体的に遊べるかを考えていくために、具体的な保
育の方法の意識がどれだけあるかを質問したもの
である。あまりできていないが30.8％、求めよう
と全くしていなかったのが０％だった。それが研
修後にはややできている、できているが53.8％に
増加した意識の変化は園の中の雰囲気が変わって
いった証ではないかと考える。

【表10】⑤ 他の先生の視点や気付きを見つけよう
としていたか。

　自分以外の先生の保育をなかなか見る機会が園
内になかったため、視点や気付きを見付け難かっ
たのではないかと考える。そのようなこともあり、
あまりできていないが30.8％だった。実施後はや
やできている、できているが61.5％に増加した。

【表11】⑥ 自分のクラスについての反省、週案等
の振り返りの記録はどうか。

　保育の記録は、自分の保育を振り返り、子ども
の発達に本当に適していたのだろうかと省察する
非常に大事なものである。研修前はできていない、
あまりできていないが38.5％であったが、
　研修後にはまあまあ、ややできている、できて
いるという意識に変わり100％となった。子ども
を観察することの大切さを感じ、それを記録とし
て書きながらじっくり振り返る意識に変化したこ
とは、園内研修の大きな成果の表れといえるので
はないか。

【表12】⑦ 公開保育後の保育に生かそうとしてい
たか。

　園内研修前は公開保育をあまり生かせなかった
が38.5％あった。実態としてはどれだけ負担だっ
たのかが覗える。実施後はやや生かせた、生かせ
たが53.8％になった。園内研修において、公開を
担当した保育士の負担感や不安感は大きいと感じ
ている。それが、そのままで終わらず、事後に生
かすきっかけとなれば、公開保育の意義が広がる
と考える。

【表13】⑧ 公開した後の研究討議は次の日からの
保育に生かそうとしていたか。

実施前 実施後
人 ％ 人 ％

1 0 0.0% 0 0.0%
2 4 30.8% 1 7.7%
3 6 46.2% 5 38.5%
4 3 23.1% 4 30.8%
5 0 0.0% 3 23.1%

実施前 実施後
人 ％ 人 ％

1 0 0.0% 0 0.0%
2 4 30.8% 0 0.0%
3 9 69.2% 5 38.5%
4 0 0.0% 6 46.2%
5 0 0.0% 2 15.4%

2 3 23.1% 0 0.0%
3 7 53.8% 7 53.8%
4 1 7.7% 5 38.5%
5 0 0.0% 1 7.7%

実施前 実施後
人 ％ 人 ％

1 2 15.4% 0 0.0%

実施前 実施後
人 ％ 人 ％

1 0 0.0% 0 0.0%
2 5 38.5% 0 0.0%
3 6 46.2% 6 46.2%
4 2 15.4% 5 38.5%
5 0 0.0% 2 15.4%

実施前 実施後
人 ％ 人 ％

1 2 15.4% 0 0.0%
2 3 23.1% 0 0.0%
3 7 53.8% 4 30.8%
4 1 7.7% 7 53.8%
5 0 0.0% 2 15.4%
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　実施前の研究討議の意識は非常に低かった。生
かそうとしていないが15.4％、あまりできていな
いが23.1％であった。研究討議自体に消極的であ
り、話をすることに苦手意識をもっている保育士
も多い実態がある。場を設定し、より話しやすい
雰囲気を作ることから始めた研究討議の結果とし
て、ややできている、できているが69.2％になっ

た。保育をしただけで終わらず、研修後の振り返
りの討議によって思いを共有しながら次の日から
の保育に生かそうとする姿が見られていた。

⑨ 園内研修を重ねてきて、気付いたこと、学んだ
ことをお書きください。
　自由記述の抜粋

・ 研修を継続してから、保育に対しての向き合い方の熱量が変わったと思う。子どもの姿を改めて振り返っ
て分析し、子どもの姿から週案や日案を考えることができるようになった。
・ 保育所保育指針を参考にしながら指導案を作成するように変わってきた自分がいる。
・ 園内研修を重ねてきた中で自分のことを助けてくれたり、親身になって相談に乗ってくれたりする先輩や
気軽に打ち明けられる環境が周りにあったことに気付くことができ、それがとても自分の中で宝になった
と感じている。
・ 自分のやりたい保育ができるようになり、感謝している。こんなことをやってみたい、どうなるんだろう、
といった前向きな意欲はなかったので、これは研修の成果だと思っている。
・ 保育の取組や保育の方法を難しく思っていた。しかし、自分のできる簡単なことから取り入れると、次の
日からの保育が楽しくなることに気付いた。
・ 他の先生から見た子どもの姿を聞くことで、子どもに対して客観的に目を向ける良さに気付いた。自分の
見落としについて、担任として気付かなければいけないこと、身に付けておかなければならないことを具
体的に学ぶことができた。より一層、保育中の子どもに心を配っていきたい。
・ 子どものこと、保育のこと、様々な意見をたくさんいただくことで、何通りもの保育方法を学ぶことがで
きた。

・ 公開保育を経験した保育士は、その後の保育にもっと、よい保育を・・・と子どものことを考えた保育を
実践し、頑張っていると思う。それを見て、私もできることを頑張ろうと思える。
・ 子どもにかける言葉は指示ではなく、言葉の関わりを通して応答的な会話をしたいと思っている。しかし、
実際は難しく指示が多くなっていた自分の現状を感じた。他の人の保育を見て保育者の関わりの大事さを
改めて感じた。
・ 今までの保育の振り返りは憂鬱であったが、「えんたくん」を活用した話し合いは、和やかな雰囲気で話
しやすく課題解決、共通理解、共有がスムーズにできた。振り返りの手順を知ることができた。
・ みんなで想定した結果と実際の結果から、何故ギャップが生じたのか？ねらいに対して何が原因でうまく
いかなかったのかと理由を見つけるようになったと思う。保育者の気持ちと重ねて改善策を練り、より良
い方向に導いていく大切さを知った。
・ 振り返りにより、新たな気付きを改善へとつなげていきたい。自分の行動と発言を見つめなおし、次回に
どう活かすかなど検討していきたい。
・ 具体的な壁や廊下を利用した環境設定をあらためて学び直し、発達段階に合わせた園環境の充実を図って
いきたい。

《公開保育を実施した保育者》

《公開保育を参観した保育者》
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　J保育所の園内研修の考察
　J保育所の園長の熱意とA保育士を中心に新し
く組まれたチームの意欲は、非常に高く真剣だっ
た。新しい人事の中で自分の役割を模索しながら、
保育の質を高めていこうとする過程に関われたこ
とは、筆者にとって大きな学びになった。それは、
保育士自身の抱える悩みや葛藤に対応する姿を直
接聞くことができたことの中にある。A保育士と
のふりかえりやC保育士の保育を参観したあとの
振り返りの内容が変化した。「話す」から「語る」
という変化だった。C保育士は公開保育の不安、
指導案作成の負担、保育中の自分の言葉に自信が
ない、見られてどうしよう、という自分自身の話
からスタートした。それが、この子どもが楽しむ
ためには、何ができるか、あの子は何を楽しもう
としているのか等、クラスの子どもたち一人一人
を理解しようとする見方になった。C保育士自身
の見方や考え方が少しずつ、子どもに視点を合わ
せていくようになったことは、他の先生の見方を
素直にとりいれていこうとする姿勢にもつながっ
たと思われる。
　また、保育参観後の討議の雰囲気の変化も、保
育そのものの変化とともに重視したい。「えんた
くん」のツールを使用することで、自分らしく語
ることができるようになり、互いに場面を想起し

ながら共有していくことが積み重ねられていっ
た。（図1-1・1-2）それが、次の日からの自
分自身の見方に活用されたことから、子どもの見
方を広げることにつながっていった。仲間からの
励ましと共有できる仲間そのものの存在をあらた
めて感じたのではないだろうか。「公開保育を担
当する側」と「見る側」という立場を超えて、一
緒に考えていくチームとして、学び合っていくこ
とが可能になっていったと考えられる。
　課題として挙げられるのは、保育士たちの自由
記述にもあるように、一人一人の意欲や解釈の仕
方に温度差があるため、全職員が共通理解しなが
ら実施していくことの難しさである。公開保育や
研究討議に参加しても、その機会を有意義に捉え
ることができず、自身の保育を振り返り、実践に
生かすことができない場合もある。今後の研修の
在り方を継続して模索していきたい。

考察

　本研究では、保育者の専門性を高めるための園
内研修について、自治体主体の研修の実態調査や
筆者が関わった園の取組とアンケート調査を行っ
た。その結果見いだされた知見は次のとおりであ
る。

・ 公開保育を経験した保育士は明らかに保育が変わったことを感じる。それが一時的ではなく、継続してい
ることは、園内研修で学んだことを自分のものにしようとしているからだと思っている。しかし、どうし
ても、全員が同じような方向にはいかず、積み重ねだと思っているが、一人一人の温度差を感じる。自分
自身で気付いてほしいと願っている。
・ 今回の研修では指導案作成から始まったが、より具体的な援助や主体的に遊べる環境、作っていく過程の
重要性についても学ぶことができた。
・ 公開保育を担当した保育士は日々の保育を丁寧に振り返り、考えて保育するという意識が高まったように
感じる。また、保育の悩みを話したり、方向性に気付いたりするきっかけになったと思う。
・ 継続的に行うことで深い学びになり、結果として同僚性が高まった。
・ 保育所保育指針解説を学んだことで、指針に目を通す機会が増え、どのような育ちにつながっているのか
をより意識するようになった。
・ 研修後は研究討議の内容を職員間で共有するようにしたが、一人一人の意欲や解釈の仕方に違いがあるた
め、共通理解し、実施していくことの難しさを感じている。

《主任・研修担当者》
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　（1）子どもを中心においた語り合い
　　 　「園内研修」の捉え方自体を考えてみる必

要がある。形式にはまり、毎月決まった時間
内に義務感で参加する園内研修では、保育の
質を高めることには至らない。教育理念やカ
リキュラムを押し付けられるものになってい
れば、子ども主体にした保育を創造していく
ことにならない。子どもの「今日のこと」「こ
この姿」を思わず話したくなることは、目の
前の子どもの心もちを理解しようとしている
ことだと考える。それが保育の振り返りであ
り、園内研修の原点になるのではないか。一
見、雑談と見える雰囲気であっても、子ども
の姿への気付きや、次に生かすための週案の
元になることを語りあっているその時間こそ
が重要であり、子どもの面白さを発見し、語
りながら、子どもの内面を推察していく場が
自然に作られることが専門性を高めるための
ひとつになると考える。森上（13）は保育実践
の個別・具体的な場面に基づいて相互に語る
ことで、園の中に対話が生まれるとともに、
保育者はいろいろな気づきや解釈を得ること
ができると述べている。子どもを中心におい
た語り合いは談話スタイルであっても、その
必要性とそこで誰が何についてどのように語
られるかが重要ではないだろうか。

　（2）保育におけるリーダーの在り方と同僚性
　　 　筆者がこの4年間で2度以上の園内研修に
関わってきた園は6園ある。その園によって
研修中の雰囲気等、それぞれに差があること
を実感した。そこには園長はじめリーダーが
与える影響や果たす役割が非常に大きいので
はないかと考える。（園長や副園長、研修リー
ダーを以下「リーダー」と称する）

　　 　上田（14）は「日頃から頻繁に話し合いの機
会をもつことも職員の協働的な人間関係に
とって必要であり、職員にそれを促す園長の
リーダーシップが園内研修の効果を高める上
できわめて重要である」と述べている。また

矢藤（15）は、リーダーに必要なスキルとして
自ら判断できる保育者を育てること、モチ
ベーションを高めること、成長を自覚できる
機会を意識的に提供することの3点を挙げて
いる。両者が述べているリーダーシップの在
り方は、今回の事例の中で出会ったリーダー
たちの姿に通じることが多々あった。

　　 　リーダーは保育者一人一人が意識できるよ
うに関わることが必要であり、保育実践にお
いて、協働、共有していくことを積み重ねて
いかなくてはならない。そこにはリーダーに
よる職員に対する敬意やサポートしていく細
やかな配慮が継続して行われることが必要と
思われた。

　　 　そして、職員同士の同僚性も同等に重要な
項目である。具体的には、経験年数の違い、
年齢の違い等の枠を超えてオープンに語り合
えること、失敗したことや困っているときを
素直に表現できること、アンテナを張り、お
互いにその気持ちを察知できる関係にあるこ
と等が挙げられる。そのような互いに支え合
う、一緒に考え合う、そして高め合うことが
できる関係を構築していくことは、保育者の
専門性を高めることにつながると考える。

　（3） 外部研修、外部講師との出会いから自分を
高めることの大切さ

　　 　外部研修は自治体主体、保育士会、保育所
協議会、私立幼稚園、幼保連携型認定こども
園連合会、大学公開講座等において多くの研
修会が年間を通して開催されている。保育現
場ではキャリアパスに関わる研修も含めて、
その園の事情に合わせ、毎月のように保育者
たちが参加している。それはすべて、保育の
質の向上に取り組み、保育者自身の専門性を
高めるためのはずである。ならば、その研修
が、研修で終わらず、講演や実技演習やグルー
プワークを各園に持ち帰り、研修で学んだ手
法を実践や同僚との語り合いに生かすこと
が、外部研修の意義になるのではないだろう
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か。事例においても外部講師からの魅力ある
人柄、多様な視点、問いを持つ見方等多くの
影響を受けながら、自分たちの保育の見直し
のきっかけとなったことが語られていた。髙
嶋ら（16）も「外部の研修における講師や他園
の保育者との語り合いは、多様な他者の視点
や自園と異なる保育観や保育実践との出会い
となり、公開保育における他者の見方や他園
の保育実践に触れる機会は、保育者にとって、
自らの保育観や子どもを見るまなざしの枠組
みに気付き、それを問い直す契機になること
が改めて見出された」と述べている。言い換
えれば、外部研修、外部講師との出会いから
刺激をもらい、一人の人間として高めていく
ことにより保育を変えていくことになるので
はないかと考える。

今後の課題

　本研究を通して、限られた事例の中ではあった
が、保育者の専門性を高める園内研修には子ども
を中心においた語り合い、保育におけるリーダー
の在り方と同僚性、外部研修や外部講師との出会
いから自分を高めることの大切さが示唆された。
今後の課題は、外部講師としての在り方について
の視点である。筆者自身、その園や保育者自身の
気持ちがゆっくりと良い方向に変わっていけるよ
うな存在でいたのだろうか、保育者と共に子ども
の育ちや保育の変化を捉えて、次回の研修に継続
できるような視点を提示できていただろうかと振
り返っている。今後、外部講師と保育者の学びが
循環し、園内研修のさらなる充実になるよう、研
鑽を重ねていきたい。
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「叱り」と主体性に関する一考察

―保育者を対象とした調査から―

聖園学園短期大学　准教授　金　澤　久美子

A Study on the Relationship between “Scolding” and Autonomy
－ From the Survey targeting Childcare Providers －

KANAZAWA Kumiko
Associate Professor, Misono Gakuen Junior College

　子どもは幼児期に褒められたり叱られたりしながら成長していく。保育の場では遊びや
活動の中で子どもの主体性を育てることを大事にしているが、叱る場面において主体性を
育てることとは矛盾しないのだろうか。本研究は本学を卒業して保育職歴3年目の卒業生
25名を対象として、子どもを叱るときにどのようなことを意識しているのかについて調
査研究をしたものである。
　「子どもが叱られたことを納得していく理由付け」として、幾つかの項目をあげ、保育
者がどの程度望ましいと思っているのかについて検討し「叱ることが主体性の妨げになら
ないか」についても回答を求め、分析をした。
　ほとんどの保育者は「叱ることはときとして主体性の妨げになる」という実感を持ちな
がら、叱る際に妨げにならないための幾つかの手立てを講じて、子どもの学びに繋げよう
としていることが推察された。今後は対象人数を増やした調査や、「主体性」を保育者が
どう捉えているのかについても検討していきたい。

キーワード：叱り、幼児教育、主体性、保育者、学び
Key  words： scolding, early childhood education, autonomy, childcare provider, learning

要　　　約
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はじめに
　子どもは幼児期に褒められたり叱られたりする
経験を積み重ねながら成長していく。子育てや教
育の場でも子どもを「上手に褒めなさい」という
のはよく聞く言葉であるが、叱り方に苦労してい
る親や教師は実に多い。叱っても素直に子どもが
従わない場合もあり、「叱る」ことは様々な葛藤
を喚起する。何より子どもにとってそれは自分の
行動を否定されるという不快な体験であり、叱る
側と叱られる子どもとの間に衝突が発生すること
もある。
　また、一度叱られたからといってその効果がす
ぐには出ずに、同じことが繰り返される場合もあ
るので、何度も叱るというのはエネルギーのいる
行為である。「叱る」ことの目的は「望ましくな
い行動を改めさせる」とか「望ましい行動を身に
付けさせる」ということであり、叱る側には叱ら
れることによって子どもがそれを身につけて欲し

いという期待がある。しかし、期待した結果にな
らず、繰り返し叱るということをせざるを得ない
こともよくあることである。一方で厳しく𠮟りつ
けることによって子どもがその行動を止めるとい
う場合でも、叱る側にとって望ましい結果になれ
ばそれで解決、とはいかないこともある。その行
動が何故いけないのかということよりも、強く叱
られて嫌だったということしか印象に残らない場
合があるので、子どもの心に何が残るのかという
配慮が大事である。大人しく叱られて従っている
ように子どもが振舞っても、叱る人がいない場所
では違った振舞いをしたり、子どもの行動が場面
を選んで繰り返されたり定着しない場合は、「叱
る」ことは結果的には教育的ではなかったという
ことになる。
　また、叱り方によっては子どもとの信頼関係が
崩れたり、子どもの心に傷を残す場合もあるので、
叱られたことへの子どもにとっての意味付けが重
要である。
　保育の場でも教育の場でも「主体性」を育てる
ことや「主体的」に行動することが大切であると
されているが、では「叱られる」ということは主
体性を育てることと矛盾しないのだろうか。「叱
る」「叱られる」という上下関係のある間柄でな
される体験が、「主体性」を育てていく上で、ど
のような影響があるのかについて検討してみた
い。

第１章　先行研究
　第１節　「叱り」に関する先行研究
　榎本（2012）は「叱られるばかりでは委縮して
しまい、自己肯定感が育たない」と述べている（1）。
叱られることによって現実の自分の姿は否定され
てしまうので、自己肯定感は低下するであろうし、
それが続くと自己肯定感が育たないというのは想
像に難くない。また、社会人になっても厳しい上
司に叱責ばかりされていると、委縮してしまうと
いうことがあるが、子どもの場合は親や教師との
関係の中で「顔色を伺いながら行動する」という
形で、より顕著に現れてくるので、主体性の育ち
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を損ねてしまうという大きな問題を孕んでいると
思われる。
　吉岡（2011）は「『叱ること』についての臨床
教育学的考察」の中で、子育て全般に関する相談
会の講師をする際に、事前に保護者の悩みをアン
ケートで募ったところ、3分の1近くが「叱ること」
をめぐった悩みであったことを言及している（2）。
叱ることは叱り手にとっても葛藤であり、「上手
な叱り方はないものか」と悩む親は多い。筆者も
子育て中には、叱っても子どもが何度も同じ行動
を繰り返し、叱責の口調がきつくなったり、感情
的になってしまったりすることが何度もあった。
　川島（2004）は「子どもの叱り方について」
という論文の中で大学生を対象として中学生時の
親からの叱られ体験を想起させ、嫌な叱られ方に
ついて分析をしている（3）。その結果をもとに効果
的な叱り方の試案を提示し、学習理論の視点とカ
ウンセリングの視点から分析をしている。学習理
論の視点からは、不適切行動の消去と同時に適切
な行動が起きた時の強化も不可欠であることや、
叱るだけではなく「褒める」ことも同時に考慮す
る必要性について言及している。カウンセリング
の視点からはロジャーズの人間観を引用し、叱ら
れながら子ども自身に「気づき」が起これば、穏
やかに叱るだけで十分な効果が期待できると述べ
ている。
　教師もまた「叱ること」で悩んでいる。吉岡
（2011）は「叱ることに」に関して教員向けの研
修会の依頼を受けたが、以下の通りの依頼文を受
けた。「教師は子どもを叱らなければならない場
面があります。その子にとって絶対にしてはなら
ないことについては、厳しく強く叱ることもあり
ます。しかし、子どもの心に届かず、悩んでしま
うことが多いです」（2）。子育ての場面においても
同様なことは起こりうると思う。子どもが望まし
くない行動をした時に「絶対してはいけないこと」
を強く叱責をして伝えても、子どもの心に届かず、
筆者も子育ての時に不全感を感じることが何度も
あった。吉岡は「叱り方」や「叱る場面」につい
てアドバイスを求められ、「叱る」場面において、

幾つかの大事なポイントを指摘している。①叱ら
れたら子どもも苦しむので、その後のフォローを
していくこと、②子どもが言語を理解する力がな
くなっていると嘆くのではなく、大人が子どもた
ちの言語（表現）を理解する力がなくなっている
と謙虚に認めること、③子どもが言い訳をする時
に封じないこと、④子どもたちに価値観を伝える
役目をもった教師であるとの自覚のもとに、真摯
に子どもと向き合うこと、などである。
　竹内（1995）は小学校の教育現場において、
教師が子どもを叱るのは子どもの望ましくない行
動を改善したいという思いでそうしているが、効
果を評価するのに「子どもの変容」ということが
用いられていると述べている（4）。竹内は子どもが
「叱り」をどう受け止めているのかについて、子
どもの「対教師感情」が教師の叱り言葉の受け止
めを左右する、と分析し、「叱る側」と「叱られ
る側」との関係性を損なわない叱り方について示
唆している。
　また、叱ったことが効果を持たない場合がある
ことについて竹内（1995）は子どもの側の好悪
感情が影響し、「叱った相手が先生であるからい
うことを聞くが反省しない」という反応を示す子
どもが30％もいたという調査結果について公表
し、「子どもが教師の叱りをどのように受け止め
ているのかについて検討していく必要性がある」
と言及している（4）。
　教師に従って子どもの行動の改善が見られたと
しても、表面的に大人しく従っているだけで、ど
う受け止めたのかというところまでは見えにくい
ことがあるので、表面的な「子どもの変容」とい
う視点だけでは子どもの心を見落としてしまう恐
れがある。
　子育てにおいて叱ることは親にとっても何らか
の緊張をもたらすし、激しい怒りなどの感情が喚
起されることもある。「なるべくなら叱らずに育
てたい」と思うのだが、そうとばかりも言ってい
られない事態は次々と起こる。子どものやりたい
ようにさせるばかりではわがままな子に育ってし
まうのではと、望ましくないことを正すためにだ
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とか、望ましい態度を身につけさせるために、だ
とかいくつかの理由で親は子どもを叱るというこ
とをしている。その際に子どもの行動が改善され
たかどうかという結果にどうしても目を向けがち
である。筆者も子育ての時に感情的になったり、
子どもを正すということにウェイトを置き、子ど
もが謝ってその場がおさまると納得をしてしま
い、子どもの心に何が残ったかという視点をもつ
余裕はなかったように思える。
　榎本（2020）によると「ほめて育てる」「叱ら
ない子育て」なとどいうキャッチフレーズを目に
するようになって久しいが、実際に調査結果でも
それが反映されていると分析している（5）。榎本が
大学生と社会人を対象に2015年に実施した調査
でも、「小学校時代に先生からよくほめられた」
という人が30代以上では37％なのに対し、大学
生では53％と1.5倍になっている。親の態度に関
しても「自分の父親は厳しかった」という人は
30代以上で43％なのに対し、大学生では32% で
ある（5）。「ほめて育てる」「叱らない子育て」が時
代の風潮になってきているが、失敗を過度に恐れ
る子どもや若者が目立ち、傷つけないように配慮
する子育てや教育は逆効果になっているのではな
いかと疑問を投げかけている。
　三宮ら（1991）は叱りの問題への取り組みが、
どう叱るべきかという規範論や叱り手側の言い分
が中心になりがちであり、こうしたアプローチに
は限界があるのではないかと言及し、コミュニ
ケーションとしての叱り・叱られを考えることを
提案している（6）。
　金澤（2021）は叱りによって伝わるメッセー
ジについて吟味し、目の前の子どもをどう理解す
るかという視点を叱る側が意識することが大事で
あり、「一方的に指導する」「正す」ではなく、子
どもの言い分を聴きながらかかわっていくことが
大事であると述べている（7）。

　第２節　主体性に関する先行研究
　2017年3月に改定された幼稚園教育要領、保
育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保

育要領では、「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」が明示され、「主体性」という表現が登場
するようになった。この「主体性」の捉え方につ
いて大元（2020）は、学校教育の視点と児童福
祉の視点では異なっていると指摘している（8）。
　学校教育の視点では「主体的に活動」すること
が求められているが、大元は幼児の主体的活動は
保育者との相互作用による影響が大きいとし、そ
こに教師がより良いと判断する適応的解決策を自
発的に見出し、解決に至ることが最終到達点と目
指されるので、子どもの主体的活動には、教師の
意図する目標に達することまでが含まれているの
だと問題を提起している。従来「自発性」や「自
主性」という言葉は使われてきたが、今回の改定
における「主体性」とは、あくまでも学校教育と
しての目標達成にむけて、教師が計画した教育目
標に向けて子どもが向かっていくように方向づけ
されているのではないかと、疑問を投げかけてい
る。
　学校教育の場では、2012年に文科省の「新た
な未来を築くための大学教育の質的転換に向け
て」（答申）において、アクティブ・ラーニング
という言葉が初めて使われ、それに伴って大学で
はそれを意識した教育の在り方を意識するように
なった。筆者が当時勤務していた短大の保育学科
でも授業の中にアクティブ・ラーニングを取り入
れることが求められ始めた。しかし、2017年改
訂の小・中学校学習指導要領では、アクティブ・
ラーニングという文言は消え、「主体的・対話的
で深い学び」という表現に変わっている。それに
伴って幼児期でも小学校への準備教育という位置
づけから、「主体的な活動」という文言が入って
きたのはそうした流れが幼児教育にも導入されて
きたことのあらわれのように思える。
　大元は学校教育に合わせることを求められる
「主体性」を「上意下達」の保育観と捉えている。
一方児童福祉の視点は従来「子どもの最善の利益」
が考慮され子どもを「主体」とする「下意上達」
の保育観であり、子どもの今を大切にするという
保育の場でもそれとは矛盾する「上意下達」の教
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育観が保育における「教育」においても規定され
たと捉えている。養護が重要だとされながらも、
「教育のねらい」を達成することに重点が置かれ
た保育になるのではないかという懸念を表明して
いる。
　保育の場における研究では、竹内ら（2017）
が子どもの主体性が優位な遊びについての分析を
し、保育者の在り方や立ち位置によって、子ども
の遊びが変容していくことを分析している（9）が、
「叱る」場面における分析をした研究はまだない。
　そこで本研究では、叱ることと主体性を関連さ
せて分析をしてみたい。

第２章　保育者への調査
　第１節　研究方法
　現場で保育を実践している保育者を対象とし
て、叱ることに関する質問紙による調査を実施し
た。
　叱ることに関する幾つかの質問には自由記述で
回答してもらい、叱られた子どもが受け入れられ
るようになるための理由づけについて、保育者自
身がそれをどう感じるのかについて、4件法 
（1. 非常に望ましい、2. どちらかと言えば望まし
い、3. あまり望ましくない、4. 全く望ましくな 
い）で回答を求めた。また、叱ることによって、
子どもの主体性の妨げになることがあると思うか
どうかについて、5件法で回答を求めた。
　調査対象者： 本学の卒業生（令和3年3月卒業）

112名
　調査時期：2023年10月6日～11月1日
　調査方法： 卒業生112名に質問紙を郵送し、同

封した返信用封筒に入れて返送する
ことを求めた。

　有効回答数：25名
　　　　 比較検討するために、同じ時期に本学の

2年生30名に同じ質問紙を渡し、筆者
の研究室の前の回収ボックスに提出して
もらったところ、20名の学生から回答
が得られた。

　第２節　調査結果
　質問1） 「現在保育者として勤務していますか」

には、25名全員が「はい」と回答した。

　１　叱ることに対するためらい
　質問2）「子どもを叱るかどうかためらう時が
ありますか。」「1. よくある」から「4. 全くない」
まで4件法で回答を求めた。
　「4. 全くない」という回答者は０で、「3. あま
りない」という回答者が6名であったが、平均値
が1.96で、叱るかどうか「2. 時々ある」に近い数
字であった。1と2を選択した回答者が19名あ
り、1と2の回答者に対して「それはどんな場合
ですか」という質問と、「ためらう時にはどのよ
うなことが気になったり心配になりますか」とい
う質問に対して自由記述を求め、得られたものが、
表1-1である。

　保育者がためらう場合にはいくつかの場合が記
述されていた。
A）トラブルが起きた経過を見ていない時
　保育者の見ていないところでトラブルが起きた
場合、「周りの子どもに○○くんがやったと言わ
れたが、その場面を見ていない時に」叱る前に状
況を理解しようとするだろうし、「何故その行動
をとったのか、意図をつかめずに」ためらう気持
ちになるようである。
B）他の大人の目が気になる時
　すぐ近くに保護者がいる時に「保護者の反応」
が気になると書いた保育者もいた。また、「行事
や送り迎えで保護者がいて、いけないことをして
いるが、保護者が何も注意したり叱ったりしない
時」に「保護者が何も言わないのに自分が叱って
いいのかということや保護者の目が気になりま
す」と保護者の前での対応に苦慮している保育者
もいた。
　一方で戸外に活動中に、子どもがしてはいけな
いことをしても少しためらってしまう保育者もい
た。「園外散歩中、他の人や地域の人の目線があっ
たりするために」そうしたためらいが生じるとの
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表 1－1　叱ることをためらう時にどのようなことが気になるのか

1～4 （質問） （叱るかためらう場合は）どのような場合で
すか

（質問） ためらう時にはどのようなことが気になっ
たり心配になりますか

1 おもちゃをわざととりに行ったり、いけないことを
したとき

自分が怒った時に口調が荒くなったり、わかっても
らうためにどうしたらいいか

1 他児との物を介したやり取りの際や興味や関心から
危険なことをしてしまったとき

子どもの興味や関心を妨げてしまうのではないかと
いう心配

1
強い口調で言ってしまうとき 最近園児に対する虐待のニュースが増えたことに

よって園内でも研修を行ったり、マニュアルがあっ
たりなど、子どもに向かう姿勢が変化してきたため

1 その子の保護者がその場にいるとき 保護者の反応

1
子どもの思いや行動を優先するか、自分（保育者）
としての“今は違う”という思いを優先するか迷っ
たとき

今こう子どもに伝えて、果たして話を聞いてくれる
のか。子どもの「～したい」という気持ちを自分が
壊しているのではないか

1
行事や送り迎えで保護者がいて、いけないことをし
ているが保護者が何も注意したり叱ったりしないと
き

あきらかにいけないことをしているため、叱ったり
注意したりしたいが、保護者が何も言わないのに自
分が叱っていいのかということや保護者の目が気に
なる

1
障害児の利用施設のため、その子に応じた対応が必
要だが、子どもにとって危険な行動だった場合、至
急制止しなくてはならない場合。

かんしゃく、パニックになり他害行為にならないか、
また、叱られていない子がそれを聞いてかんしゃく
など不穏になってしまわないか

1 （未記入） （未記入）

1
子どものしたことがいけないようなことの場合、子
ども同士のトラブルの場合

叱ることが正解なのか、その子どものためになって
いるのか、適切な声掛け、言葉選びができているか
（年齢によっても）

2
・ 周りの子どもに「〇〇くんがやった」等言われたが、
その場面を見ていなかったとき
・ 何故その行動をとったのか、意図をつかめなかっ
たとき

伝えたいことが上手く伝わっているか

2 戸外の活動時、子どもがしてはいけない事をしてい
ても少しためらってしまう

園外散歩中、他の人や地域の人の目線があったりす
るため

2
（ケンカ等で）どちらか一方だけが悪いととらえら
れてしまいそうな場合⇒手が出たから叱るのか、互
いに思いがあったのではないか

叱られるから謝るという考えになってしまわないか

2 他の子をかんだり、叩いたり傷つけることをしたと
き（悪気がなくて）

悪いことだと知らないので叱るか迷う。遊びの延長
で楽しくなってしまった場合

2
保育者が子どものトラブル等を初めから見ていな
かったとき

子どもの行動だけを見て、それはやってはいけない
と決めつけるのは良くないのではないかと思う。子
どもの心情もくみとって、叱ることが大切だと思う

2
グレーだと思う子がズボンを何回伝えても同じ方向
に足を入れたり、片手ではこうとするとき。

グレーで、もしそうだった場合、これも何かしらの
特性なのかもしれない。それで、できないのかもし
れないと思うから

2
友達を悪気なく叩いたりしてしまったとき 悪気がないということを見てとれたときに叱ってし

まい、子ども同士の関わりがなくなってしまうので
はないかと心配になる

2
給食の準備など、自分でできる子が他児との話に夢
中になりなかなか進まないとき

できることを知っているため、見守りたいと思うが、
何度か声をかけてもできない場面、強く言ってしま
うことがある。意欲的にできる声掛けを行いたいが、
自分に余裕がないこともあり、難しく思う

2 互いに悪気はなかったけれど、行動がエスカレート
してトラブルにつながったとき

どう伝えたら子どもの思いを傷つけずに叱ることが
できるか

2
乳児を担当しているので、年齢的に叱るべきことか
まだ叱らなくてもいいことなのか、ためらうときが
ある

叱るか叱らないかの自分の判断が正しいかどうか
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ことである。
C）悪気なくトラブルになった場合
　「他の子をかんだり叩いたり、傷つけることを
したとき」に「悪いことだと知らないので叱るか
迷う」「遊びの延長で楽しくなってしまった場合」
という記述があった。また、「友達を悪気なく叩
いてしまったとき」に「子ども同士の関わりがな
くなってしまうのではないかと心配になる」と叱
ることによって、子ども同士の人間関係に影響が
あるのではと、苦慮しているという記述があった。
D）子どもの発達段階や発達障害に配慮する場合
　乳児に対する迷いについての記述があった。「乳
児を担当しているので、年齢的に叱るべきことか
まだ叱らなくてもいいことなのか、ためらうとき
がある」。この保育者は「叱るか叱らないかの自
分の判断が正しいかどうか」と悩みを書いている。
　発達障害らしい記述も見られた。「グレーだと
思う子がズボンを何回伝えても同じ方向に足を入
れたり、片手ではこうとするとき」何度も同じこ
とを教えてもできないときに「子どもの特性とし
てできないのかもしれない」と叱ることに対して
効果的ではないと判断するようである。
E）社会情勢の影響を受ける場合
　「強い口調で言ってしまうとき」にためらいを
感じる保育者は「最近園児に対する虐待のニュー
スが増えたことによって園内でも研修を行った
り、マニュアルがあったりなど、子どもに向かう
姿勢が変化してきたため」と以前であったら強く
叱るという対応が許されていても、社会の目が厳
しくなってきていることを意識していた。
F）子どもの思いを大事にしたい気持ちから
　「他児との物を介したやり取りの際や興味や関
心から危険なことをしてしまったとき」と回答し
た保育者は「子どもの興味や関心を妨げてしまう
のではないかと心配」と書いている。また他の保
育者は「子どもの思いや行動を優先するか、自分
（保育者）としての“今は違う”という思いを優
先するか迷ったとき」にためらいを感じ、「子ど
もの『～したい』という気持ちを自分が壊してい
るのではないか」という懸念を抱いていた。

　また、別の保育者は「（ケンカ等で）どちらか
一方だけが悪いととらえられてしまいそうな場合
⇒手が出たから叱るのか、互いに思いがあったの
ではないか」とトラブルとなったときの子どもの
思いを大事にしようと叱ることにためらいを感
じ、さらに「叱られるから謝るという考えになっ
てしまわないか」と叱られたことがその後にどう
影響するのかも吟味していた。

　２　叱るときに心がけていること
　質問3）「子どもを叱るときに気をつけている
ことや、心がけていることを教えて下さい。」と
いう自由記述で得られたものを以下の5種類に分
類したものが表1-2である。
　①叱る前に配慮すること
　②叱り方で気をつけていること
　③叱るべきことの原則
　④子どもの気持ちを尊重するための配慮
　⑤保護者への配慮

　保育者が子どもを叱るとき、様々なことに配慮
していることが分かった。①「叱る前に心がけて
いること」として、「叱る意味について」考えて
みるというのがあった。また、「集中して話を聞
くことができる環境であるか」を冷静に考えると
いう記述もあった。
　また、叱ることが「自分の感情をぶつけたいか
らなのか⇒一度自分を落ち着かせる」というのも
あった。保育者も叱る場合に感情的にフラットで
はいられないので、叱る前に自分のコンディショ
ンを整えるということを心がけていた。
　②「叱り方で気をつけていること」として、「大
声を出さない」というのが3名、「目を見てしっ
かり話す」と書いた人が5名いた。目が合わない
ときは「目をそらすなどがいれば『先生お話して
るよ』と声を掛けて目を合わせる」という具体的
な声掛けもあげた人がいた。「感情的に怒らない
ように」や「だらだらと長く叱らないように心が
けている」「ひとつのことに対して叱ること」など、
叱る場面によって子どもが苦痛を感じる時間が長



― 32 ―

聖園学園短期大学　研究紀要　第54号（令和６年　2024年）

くならないようにと意識していた。
　③「叱るべきことの原則」として、「危険なこ
とや命にかかわったり怪我をしそう」になったと
きや、「他児を叩いてしまったり、テーブルに上
がったりするなどいけないこと」などが例として
あげられていた。
　④「子どもの気持ちを尊重するための配慮とし
て」いくつもの工夫が記述されていた。
　「叱るに至るまでに子どもの行動や気持ちを考
えてから叱る」や「何故そのような行動をとった
のか理由を最初に聞くようにしている」など、ま
ず子どもに問いかけてから指導するという保育者
が複数いた。他児とのトラブルの際には「お互い
の気持ちを聞き、代弁し、お互いの子どもの気持
ちを受け止めた上で、本当にダメだということに

ついては、しっかり言葉で伝わる言葉で伝えるよ
うにしています」のように、それぞれの子どもの
思いを代弁した上で「いけない」ということを伝
えようとしていた。また、4歳児クラスの担任を
しているという保育者は「保育者から一方的にい
けないことを指摘するのではなく、子どもに『な
ぜそれがいけないのか』『どうしたらよかったの
か』を問いかけ、一緒に考えるようにすることを
心がけています」と認知面にも働きかけていた。
また、叱った後で「最後はギューッと抱きしめる」
という回復を支える働きかけをしているという記
述もあった。

３　叱られたことを子どもはどう納得するのか
　質問4）子どもが叱られることで「望ましくな

表 1－2　叱る時に心がけていること
①　 叱る前に配慮する

こと
・集中して話を聞くことができる環境であるか
・叱る意味について
・自分の感情をぶつけたいからなのか　⇒一度自分を落ち着かせる

②　 叱り方で気をつけ
ていること

・感情的に怒らないように
・だらだらと長く叱らないように心がけている
・声のトーンを普段より低くする
・大声は出さない　（3件）
・ひとつのことに対して叱ること（不随して叱らない※原文のまま）
・ 目を見て話す（5件）（目を見てしっかり話す、目を見て同じ目線にする、目をそらす
などがいれば「先生お話してるよ」と声を掛けて目を合わせる、目を合わせて話すよう
にする、子どもの目をしっかり見ること）

③　 叱るべきことの原
則

・ 危険なことや命にかかわったり、怪我をしそうではない限り、叱らないようにしている
・ 他児を叩いてしまったり、テーブルに上がったりするなどいけないことはしっかりと伝
えるようにしている
・相手にケガさせるような危ないことは叱るようにしている

④　 子どもの気持ちを
尊重するための配
慮

・ お互いの気持ちを聞き、代弁し、お互いの子どもの気持ちを受け止めた上で、本当にダ
メだということについては、しっかり言葉で伝わる言葉で伝えるようにしています
・叱るに至るまでに子どもの行動や気持ちを考えてから叱る
・何故そのような行動をとったのか理由を最初に聞くようにしている
・最初にその子を叱らずに、気持ちを受け止めてから行ったことへの話をする
・どうしてその行動をとったのか子どもたちの思いを聞き入れるようにしたいです
・人格や感情は否定せずに、きちんとその子の思いも受け止めること
・子どもの人格は否定しないこと
・ 現在 4歳児のクラスの担任をしているので、保育者から一方的にいけないことを指摘す
るのではなく、子どもに「なぜそれがいけないのか」「どうしたらよかったのか」を問
いかけ、一緒に考えるようにすることを心がけています
・ 先に子どもの気持ちを聞き、何がしたかったのかを理解し、子どもたちが分かりやすい
ように伝えている
・最後はギューッと抱きしめる

⑤　保護者への配慮 ・保護者へのアフターケア
・保護者の悪口は言わないこと
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い行動」をやめたり「望ましい行動」をとれるよ
うになるには時間がかかることもあります。それ
ができるようになるためには、子どもの中で何ら
かの理由づけがあると考えられます。次にあげた
理由について、あなたがどう感じるかを（1. 非常
に望ましい、2. どちらかと言えば望ましい、3.
あまり望ましくない、4. 全く望ましくない）の中
からひとつ選んでください。
　子どもの行動が改善されるときの理由付けとし
て保育者がどの程度望ましいと感じているかにつ
いて次の①～⑫の項目について回答を求めた。
　①やってはいけないことだと知らなかったが理
解した、②叱られるのはいけないことだから、③
周りの子どもたちから嫌な目で見られるから、④
遊んで貰えなくなるから、⑤保育者を悲しませた
くないから、⑥保育者に良い子だと思ってほしい
から、⑦叱られるのが恥ずかしいから、⑧叱られ
るのが怖いから、⑨友だちに嫌な思いをさせたこ
とが分かったから、⑩いけないと教えられていた
が、どんな結果になるかということが分かったか
ら、⑪「その行動」以外の行動を見つけたから、

⑫「いけないことをしなければならなかった」気
持ちや状況を保育者に受け入れて貰えたから、で
ある。
①～⑫それぞれの理由に対して4件法で回答して
もらった。また、同じ質問に対して学生20名の
回答の平均値と比較したものが、表1-3とグラフ
1-1である。
　 保 育 者 の 平 均 値 は ①1.36　 ②2.80　 ③2.96　 
④3.12　 ⑤3.00　 ⑥3.12　 ⑦3.12　 ⑧3.24　 ⑨1.40　 
⑩1.76　⑪1.68　⑫1.67となった。学生の平均値は
①1.45　 ②2.75　 ③2.80　 ④2.75　 ⑤2.55　 ⑥2.70　 
⑦2.80　 ⑧2.85　 ⑨1.25　 ⑩1.50　 ⑪1.60　 ⑫1.45と
なった。
　グラフの形は卒業生、学生共によく似た形が得
られた。
　各項目ごとの値は項目①だけは卒業生＜学生と
なり、②～⑫については全て卒業生＞学生となっ
ている。各項目について保育者の評定値と学生の
評定値の t 検定をしてみたところ、有意差があっ
た項目は⑤だけであった。⑤（保育者を悲しませ
たくないから）の項目でｔ（43）=0.046，ｐ= .05

表 1－３　理由付けをどの程度望ましいと思えるか
1. 非常に望ましい　2. どちらかと言えば望ましい　3. あまり望ましくない　4. 全く望ましくない

3年目の保育者 2年生の学生
①　やってはいけないことだと知らなかったが理解したから 1.36 1.45
②　叱られるのはいけないことだから 2.80 2.75
③　周りの子どもたちから嫌な目で見られるから 2.96 2.80
④　遊んで貰えなくなるから 3.12 2.75
⑤　保育者を悲しませたくないから 3.00 2.55
⑥　保育者に良い子だと思ってほしいから 3.12 2.70
⑦　叱られるのが恥ずかしいから 3.12 2.80
⑧　叱られるのが怖いから 3.24 2.85
⑨　友だちに嫌な思いをさせたのが分かったから 1.40 1.25
⑩　いけないと教えられていたが、どんな結果になるかということが分かったから 1.76 1.50
⑪「その行動」以外の行動を見つけたから 1.68 1.60
⑫ 「いけないことをしなければならなかった」気持ちや状況を保育者に受け入れ
て貰えたから 1.67 1.45

質問 5.　 叱ることによって、子どもの主体性の妨げになることはあると思います
か（5件法）

（ 1. 非常に妨げになると思う、2. やや妨げになると思う、3. どちらともいえない、
4. あまり妨げにはならないと思う、5. 全く妨げにならないと思う）

2.44 2.65
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となり、5％水準で有意差があった。この結果か
ら、「保育者を悲しませるからやらない」という
納得の仕方は、学生よりも保育者の方がより「望
ましくない」と感じていることが分かった。
　「3. あまり望ましくない」に近い数字になった
のは②「叱られるのはいけないことだから」、③「周
りの子どもたちから嫌な目で見られるから」、④
「遊んで貰えなくなるから」、⑤「保育者を悲しま
せたくないから」、⑦「叱られるのが恥ずかしい
から」、⑧「叱られるのが怖いから」であった。
保育者は「叱られる=いけないこと」という認識
を持ってほしくないと思っている。また、③「周
りの子どもたちから嫌な目でみられるから」④「遊
んで貰えなくなるから」も、結果的に不利益にな
るからという形で納得はしてほしくないと思って
いることが分かる。さらに、⑤で「保育者が悲し
むから」という情緒的な観点で子どもが納得する
ことも、⑥「保育者に良い子だと思ってほしいか
ら」という理由で行動を改善することも望んでは
いないことが分かる。また⑦「叱られるのが恥ず
かしいから」と⑧「叱られるのが怖いから」から
叱られることによって恥ずかしい思いをしたり、
怖い思いをするので、と罰を受けることが抑止力
になることも望んではいないことが分かる。
　「2．どちらかと言えば望ましい」に近い数字に
なった項目は①「やってはいけないことだと知ら
なかったが理解したから」、⑨「友だちに嫌な思
いをさせたことが分かったから」、⑩「いけない
と教えられていたが、どんな結果になるかという

ことが分かったから」、⑪『その行動』以外の行
動を見つけたから」、⑫「『いけないことをしなけ
ればならなかった』気持ちや状況を保育者に受け
入れて貰えたから」であった。これらの項目は認
知面での変化であったり、背後にある子どもの思
いを保育者が受け止めたときに子どもが納得する
という理解の仕方を望んでいることが分かる。

4　主体性との関連
　質問5）叱ることによって、子どもの主体性の
妨げになることはあると思いますか。次の5つの
中からあなたの考えに近いものを選んで下さい。
　（1. 非常に妨げになると思う、2. やや妨げにな
ると思う、3. どちらともいえない、4. あまり妨
げにはならないと思う、5. 全く妨げにはならない
と思う）
　保育者も学生も1と5を選択した回答者はおら
ず、保育者の平均値は2.44であり、「2. やや妨げ
になる」と「3. どちらとも言えない」の中間値
に近いものだった。それに対して学生の平均値は
2.65であった。t 検定をしたが、有意差は得られ
なかった。
　なぜそう思うのかについて、まとめたものが表
1-4である。
　「2. やや妨げになると思う」「3. どちらとも言
えない」で妨げになる理由としてあげられたこと
は「子どもの感情を委縮させてしまうから」「叱
りすぎることによって、その子の性格自体を否定
してしまう可能性があり、将来の育ちにも影響す
る」「なんでも否定する（叱る）のは子どもの自
立心や自我の芽生えを妨げることにつながるかも
しれないから」「選択をなくしたり“安全”とい
う言葉をとって子どもたちのやりたいことを妨げ
てしまっているから」「自分の気持ちを表に出す
ことに消極的になってしまうのではないか」と
様々な記述が見られた。叱られることで、子ども
がきちんと理解をして納得するのではなくて、そ
の影響として「自分の気持ちを出せなくなる」「叱
られるのは嫌なことだから行動しない」という行
動につながることに対して懸念を示していた。
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理由づけをどの程度望ましいと思えるか

３年目の保育者
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表 1－4　　叱ることによって子どもの主体性の妨げになることはあると思いますか
（1．非常に妨げになると思う、2．やや妨げになると思う、3．どちらともいえない、4．あまり妨げにはならないと思う、5．全く妨げにはならないと思う）

評定値 （質問）何故そう思うのかを教えて下さい
2 子どもの感情を委縮してしまうおそれがあるため、叱る時に言葉を考えなければいけないと想うから
2 子どもにとっては学びの一部でもあるから。大人にとっていけないと思うことでも子どもにとっては“経験”であると思う
2 叱ることによって何を行っても注意を受けると思い、チャレンジの気持ちがなくなる
2 選択を無くしたり、“安全”という言葉をとって子どもたちのやりたい事を妨げてしまったりしているから
2 自分の気持ちを表に出すことに消極的になってしまうのではないかと思うから
2 叱られることを恐れてやってみたいけど叱られたらどうしよう、もし叱られるならやりたくない、と思う子もいると思うから
2 悪意を持ってやったわけではないのに、その子自体や人格を否定する叱り方もあるから

2
叱られることはどんな子どもにとってもストレスであり、その気持ちが大きくなると、自分の気持ちが出せない子どもに
なったり、見えない所で発散するようになってしまうから。また「叱られた」という状況から、大人の話が入ってこな
いため、なぜ叱られているのか理解できず、同じことをしてしまう

2 子ども自身が興味・関心をもって行動をしようとした時に「もしかしたら前のように叱られるのではないか」「これはやっ
ていいことなのか」と考えてしまうことが考えられるから

2 駄目なことについて、叱ってもらうことにより、物事の良い悪いを知ることができるため、正しい叱り方は良いと思うが、
むやみに叱るのは、子どもが、自分の考えや思いを伝えなくなると思う

2
子どもたちなりに考えてとった行動である為、子どもの気持ちを考えると叱ることで自分の思いを伝えられなかったり、
行動できなくなってしまうのではないかと思う。他児を傷つけてしまうことは「望ましくない行動」となる為、叱ること
も必要な場面もあると思った

2
「危ないこと」「相手が嫌だと思っていること」などは未満児では理解しきれない子どもも多いと考えていて、「叱る
=嫌なこと、だから行動しない」となったり、強い恐怖や不快感を感じるため、保育者の顔を伺うような子どももい
ると思うから

2 この行動をとったら怒られてしまうかもしれないからやめようという気持ちが出てしまい言いたいことやしたいことが自
由にできなくなってしまう場合があるかもしれないから

2 やってはいけないことの行為だけを叱るなら主体性の妨げにはならないと思うが、子ども自体を否定するような叱り
方をすれば、子どもは怖がって声をあげにくくなったり行動できなくなったりしてしまうと思うから

2 叱ることにより、恐怖心が高まり（その保育者に対し）「叱られたくない」という気持ちから主体的に行動ができなく
なると考えた

2 （未記入）

3 叱りすぎることによって、その子の性格自体を否定してしまう可能性があり、将来の育ちにも影響するが、叱りすぎな
い（叱らない）ことは何でもアリな行動に反映されるのではないかと思うから

3 ・叱ることで善悪の判断がつくようになったり、学びになったりする場合がある
・叱られることで、委縮してしまったり、大人の目を気にしてしまったりする場合がある

3 時と場合によると思う。主体性ばかり尊重すると協調性などに欠けてしまうかもしれないし、何でも否定する（叱る）
のは子どもの自立心や自我の芽生えを妨げることにつながるかもしれないから

3 ・ してはいけない事やともだちや周りの子が悲しい気持ちになったり、泣いてしまったりする事は、子どもが楽しい、
面白いと感じていても、それは絶対にいけない事なので、叱ることが妨げになるとは言い切れないと感じるから

3

その子によって「叱られるかも」という思いから委縮してしまったり、叱られないようにと行動してしまったりする場合
もあるため、叱ることが主体性の妨げになってしまうこともあると思う。しかし、叱ることで自分の何がいけなかった
のか、どうすればよかったのかを学び、適切な方法で自己主張したり行動したりできると思うので、叱ることで主体
性が伸びていくこともあると思うため、どちらとも言えない

3 叱らずにいれば自己主張が強く、自分が一番だと思い込む子がいると思うし、叱ってばかりいれば自己肯定感が失
われていくと思うので、どちらも必要で、妨げになることはあるともないとも言えない

3 主体性を高めるためにも、良いこと悪いことの区別ができるよう、叱ることも必要であると思うが、子どもの捉え方によっ
ては妨げになるのかなと思った

4 いけないことはしっかり叱るべきであり、叱ることによって子どもにとって学びになっていくから

4 仕事として、担任をしているわけではないため、第一に保護者の方にお任せしているが、危ないことや本人が傷つく
ことに関しては叱りは必要であると思うから。将来園に入ったり社会に出たりしてからを考えて・・
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　「4．あまり妨げにはならないと思う」の回答者
は2名いたが、その理由として「いけないことは
しっかり叱るべきであり、叱ることによって子ど
もにとって学びとなっていくから」「仕事として、
担任をしているわけではないため、第一に保護者
の方にお任せしているが、危ないことや本人が傷
つくことに関しては叱りは必要であると思うか
ら。将来園に入ったり社会に出たりしてからを考
えて・・」という記述であった。

第３節　考察
１　叱ることは必要なことか
　「出来れば」叱りたくない、というのは親も保
育者も望んでいると思う。本研究に協力してくれ
た保育者たちの率直な意見として、叱りたくはな
くとも子どもを叱らなくてはならない事態はしば
しば発生することがあることも実態として言及さ
れている。アタッチメントの視点で捉えるならば、
愛着の対象者を心理的安全基地として利用しなが
ら子どもは探索行動をすることができる。その際
に危険なことも起こりうるが、子どもは体験を通
して様々なことを学んでいく。本研究に協力して
くれた保育者の率直な意見として「子どもにとっ
ては学びの一部でもあるから。大人にとっていけ
ないと思うことでも子どもにとっては“経験”で
あると思う」とあるように、大人にとっては望ま
しくないことであっても、子どもにとっては大事
な体験のひとつとして位置づけることができる。
善悪の判断や道徳的なことも、子どもは関わって
いる周りの大人との関係の中で教えられ学んでい
く。また、保育現場では遊びの中で子どもは様々
なことを学び、周りの友だちとのいざこざもまた
学びの機会になる。いざこざを通して様々なこと
を学んでいくが、そこで保育者のかかわりが重要
な鍵になっている。
　友定ら（10）はトラブル場面における保育者の関
わりを（1）共生の体験を伝える、（2）一緒に解決
法を探す、（3）自己回復を支える、（4）価値・規
範を伝える、の4つに分析し、（4）の具体例とし
て説諭・説得をあげた。保育者が子どもを叱ると

いうのもこの（4）に該当する。質問4に回答した
保育者のひとりも「いけないことはしっかり叱る
べきであり、叱ることによって子どもにとって学
びになっていくから」（評定値 4. あまり妨げには
ならないと思う）と断言している。叱られること
によって子どもは自分の行動がいけないことであ
ると気がつくことになるので、叱ることは必要な
ことであると親も保育者も認めている。しかし、
叱ることにためらいを感じる理由のひとつとし
て、「叱られることで、委縮してしまったり、大
人の目を気にしてしまったりする場合がある。」
（表1-4の評定値 3. どちらともいえない）という
ことも記述されていて、これもまた保育現場にお
ける実感だと捉えることができる。
　叱ることについて近年非常に否定的な意見も
あった。村中（2023）は、叱ることに伴い、脳
内で神経伝達物質のドーパミンが分泌され、快感
を伴うので「叱る側の欲求を満たすという効果は
満たすが、叱られる側にとっては課題解決にはつ
ながらない」と断定している（11）。その理由とし
て村中があげているのは、恐怖や不安などのネガ
ティブな感情を喚起させ、叱る側にとっては攻撃
的な言動で相手をコントロールすることになるか
らだと説明をしている。もし、攻撃的にならなく
てもよいのなら、「言い聞かす」「説明する」など
の他の言葉に置き換えることが可能なので、わざ
わざ「叱る」ではなくてもよいはずだと問題提起
している。
　質問4の回答で複数の保育者が「叱ることに
よって子どもが委縮してしまうのでは」と懸念し
ていることは、そうしたネガティブな感情を喚起
させることと関係しているのではないだろうか。
しかしながら、子どもが危険なことをしてしまっ
たり、他の子どもに対して感情のコントロールが
できずに叩いてしまったり、様々ないざこざは保
育現場ではよく起こり、学生たちが実習先でもし
ばしば体験し、実習日誌にもその記録が必ずと
言っていいほど書かれている。
　子どもの年齢が上がるとトラブルが起きても子
どもだけで問題解決しようとする姿も見られるよ
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うになるが、発達的に幼い場合はそれは難しく、
待ったなしに保育者はその場の対応を求められ
る。そこで保育者の対応のひとつとして、「叱る」
ということもとられている。「叱り方」にも様々
なやり方があり強い口調で制止をする場合だけで
はなく、「教える」「諭す」というのも含めて保育
者は「叱る」と捉えているのではないかと思われ
た。日々迷いながら「叱る」場面でも子どもと向
き合おうとしている姿が本調査でも伝わってき
た。「叱る」必要がある場面は日常的に必ず起こ
るので、そのときに「いかに子どもを傷つけない
か」「子どもの主体性をいかに妨げないで学ばせ
るのか」ということに保育者たちは常に心を砕い
ている姿が読み取れた。

２　叱る際のためらいについて
　保育者が叱るかどうかためらう場面がいくつか
記述されている。（表1-1参照）
　A）トラブルが起きた経過を見ていないとき
　B）他の大人の目が気になるとき
　C）悪気なくトラブルになった場合
　D） 子どもの発達段階や発達障害に配慮する場

合
　E）社会情勢の影響を受ける場合
　F）子どもの思いを大事にしたい気持ちから
　A）の場合、周りで見ていた他の子どもの話や
当事者の子どもの話を聴きながら対応をしなくて
はならなくなる。保育者の目の前で起きているこ
とであったらトラブルの原因や経過も理解できる
だろうが「多分こういうことだろう」と想定しな
がら指導をしていかなくてはならないので、正し
い対応ができるかどうかという迷いが生じるのは
想像できる。
　B）の場合は、例えば保護者が側にいて注意を
しない場合、つまり保護者が問題だと思っていな
い場合は保育者がそこを正していいものか、とい
う戸惑いの気持ちが出てくるのは想像できる。保
育中は子どもとの関係の中で保育者の裁量で叱る
ということをしているのだが、そこに保護者がい
る場合は保護者がどう感じるのか、ということも

配慮しながら対応を考えなくてはならないので、
判断が難しい。また、園外保育のときに地域の人
の目が気になるというのは、最近「不適切保育」
という言葉が使われていることの影響もあると思
う。保護者が近くにいる場合も、地域の中で指導
する場合も、研修などを通してトラブルにならな
い対応の仕方について検討していく必要があると
思われる。
　C）の場合、トラブルになることは子どもにとっ
て想定外であり、「遊びの延長で楽しくなっての
場合」という記述や「子どもの興味や関心を妨げ
てしまうのではないかという心配」を抱くという
記述もあった。楽しく過ごしたいという子どもの
心にストップをかけて指導をすることに抵抗感を
持つようだ。
　D）乳児の発達段階で理解させる際の苦労や、
何度教えても同じことを繰り返す子どもに対して
は、発達障害の視点で、子どもの特性に合わせた
「叱るのではない」指導を考えようとしていた。
　E）社会情勢の影響を受ける場合
　最近子どもに対する虐待など「不適切な保育」
をする施設の報道が続いている。本調査の協力者
たちの中にも、子どもを叱る際に「これも不適切
保育と指摘されるのでは」、とためらいを感じて
しまうという意見があった。これは「叱ることに
関連して感じたり思うことがあったら自由にお書
き下さい」という質問紙の最後に書かれた感想の
中にあった。具体的にどのような場合が「不適切
保育」として問題になるのかを、保育現場の中で
改めて共通理解する必要性を感じた。
　F）「子どもの『～したい』という気持ちを自
分が壊しているのではないか」という懸念を抱く
保育者がいた。「できることを知っているため、
見守りたいと思うが、何度声をかけてもできない
場合に強く言ってしまうことがある。意欲的にで
きる声掛けをしたいが、自分に余裕がないことも
あり、難しく思う」と子どもが主体的に行動する
のを望んでいるが、何度促しても行動しないとき
に難しいと悩んでいる保育者もいた。
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３　叱るときに保育者が心がけていること
　改めて本研究で、保育者たちが叱る場面におい
て様々なことに配慮していることが読み取れた。
　叱る前に配慮することや、叱り方で気をつけて
いることや、どんな場面で叱るべきかを意識し、
ためらいながらも子どもと一生懸命に向き合おう
としている姿が浮かんできた。できるだけ子ども
の気持ちを受け止め、一方的な指導にならないよ
うに、まずは叱る前に子どもの話を聞き、子ども
にとっても納得ができるように「どうしたらよ
かったか」を問いかけたり「なぜそれがいけない
か」を理解させるように努めたりしていた。
　結果的に行動が改善されれば良し、というやり
方ではなく、子どもがどう納得して受け止めるの
かのプロセスにも大事に関わっていると思えた。
　保育者のかかわりとして、友定ら（2007）は（1）
共生の体験を伝える、（2）一緒に解決法を探す、
（3）自己回復を支える、（4）価値・規範を伝える、
の4つの観点をあげているが（10）、叱る場面にお
いては（1）から（4）の全てのかかわりを組み合わ
せて保育者たちは子どもに働きかけていると思え
た。叱られることが子どもの自尊心を傷つけるこ
とも、「保育者が悲しむからやらない」というよ
うな感情に訴えることも望んではいなかった。「叱
られる」体験の中から子どもが社会で生きていく
上で必要なことを理解し、成長の助けになるよう
なサポートを保育者たちが大切にしようとしてい
た。卒業して3年目の保育者たちが、現場で多く
の困難なことを経験しながら、難しい「叱る」と
いう場面においても戸惑いながらも子どもと真摯
に向き合っている姿が伝わってきた。子どもの成
長にかかわる保育者たちが、自らも悩みながら成
長をしていることを筆者も実感した。

4　叱ることは主体性の妨げになるのだろうか
　叱ることは主体性の「あまり妨げにならない」
と回答した保育者は2名であった。23名の保育
者が「やや妨げになる」「どちらともいえない」
と回答していた。遊びの活動の中で子どもの主体
性を大切にしているが、叱るという場面において

も「主体性」ということを意識してみると、日頃
の保育場面において大切にしている主体性との間
で板挟みになることがしばしば起きていると推察
された。
　丹羽（2012）は叱り方が子どもに与える影響
についてレビューし、叱りが効果を持つメカニズ
ムとして、学習理論でいうオペラント条件づけに
ついてふれ、「叱りが罰になっていないと効果的
ではないことを確認した」と述べている（12）。こ
こで注目されているのは結果的な行動変容であ
り、そこに至るまでの子どもの心の中のプロセス
や、主体性という観点は一切ないと思われる。従
来から「飴と鞭」という言葉が躾の場面ではよく
言われてきたが、『広辞苑』（第7版）によると「ビ
スマルクが社会主義者に対してとった政策で、弾
圧と譲歩を併用したこと」である。服従と懐柔を
目的としたやり方で、それが教育や子育てや様々
な場面で用いられてきた。望ましい行動に対して
は褒め、そうでない行動に対しては罰として叱る
ということが昔ながらの子育てでは使われてきた
が、叱り方によっては子どもとの関係がぎくしゃ
くしたり、子どもが叱られてばかりだと委縮して
しまったりということもあり、子育てにおいても
叱り方は悩みの種のひとつだと思われる。罰とし
て強く叱れば子どもは「叱られないように」と叱
り手の望むように行動を変える可能性は高いと思
う。しかし、本調査に協力してくれた保育者たち
は、子どもをただ感情に任せて怒ったり「恥ずか
しい思いをさせる」や「怖い思いをさせる」とい
う「罰としての叱り」を望ましいとは思っていな
いことが調査結果からも分かってきた。「叱る」
という行為は対等な立場において使われる方略で
はないので、保育者たちは叱らなくてはいけない
場面で、子どもとの上下関係を利用してその場を
収めるのではなく、できるだけ子どもの立場に
たった上で「いけないこと」や「望ましくないこ
と」を伝えようと努力している様子が窺い知れた。
　「叱ること=主体性の妨げ」というわけではな
いが、主体性の妨げになる叱り方というものは
あって、それを避けようと様々な工夫をしている
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のではないかと思われる。
　子どもの成長を願いながら叱る際には大人の価
値観を押し付けるのではなく、出来れば子ども自
らが考えて善悪の判断などを理解して身に付けて
ほしいという、保育者の願いがそこにあると感じ
られた。子どもを尊重し、「子どもの興味や関心
を妨げたくない」と思いながらも叱らなくてはな
らない場面では、ためらいを感じることがあると、
正直に回答をしてくれた。
　「叱ることがときには主体性の妨げになってし
まうのではないか」という疑念は叱ることに慣れ
ていっても持ち続けて吟味して欲しい大切な気づ
きではないかと思う。

5　叱りと主体性の育ちについて　
　「叱られることが学びにつながる」という回答
があった。叱られたことによって望ましくない行
動について学ぶという学習理論の立場と同じであ
るが、ここで重要なのが「なにを学ぶか」という
ことである。叱られることによって自らの行動が
不適切であることを学んでほしいというのが、叱
り手の思いであるが、叱られる体験はそれだけで
はすまない。自分の姿を否定され、ネガティブな
感情も喚起されるし、ときには「叱られると怖い
思いをする」「恥ずかしい気持ちになる」「周りの
友達から遊んで貰えなくなる」ということを学ぶ
こともある。もし、一方的に叱られて終わる体験
をしてその後も何度も繰り返されるとしたら、叱
られているときに受動的にその場をやり過ごして
いたということになるだろう。あるいは「いけな
い」ことは伝わったが、子どもの中で納得出来な
かったということになるのではないだろうか。
　それゆえ保育者たちは子どもの気持ちをまず先
に聞き、その気持ちに寄り添いながら、「叱られ
る体験」を学びの場としても大切にしているので
はないだろうか。保育者に対する罪悪感から行動
を制御していくことも良しとはせず、大人の価値
基準を意識した「良い子」ではなく、子どもが自
ら考えて、幼児期を終えても規範意識を自分のた
めに持ってほしいと、保育者は願っているのでは

ないかと推察した。
　子どもが保育者と共にやりとりをし、学んでい
くプロセスを経て、子ども自らが「もうやらない」
「次はこうしよう」と自己決定ができたときに、
それが主体性の現れではないかと考えた。
　川田（2019）は幼児期の主体性の捉え方を「見
るからに積極的な姿を必ずしも意味しない」と述
べている（13）。川田は主体性を「子どもが周囲と
のあいだに結んでいる関係の状態」と定義し、消
極的な姿であっても、子どもが他者や環境との関
わり方で模索している姿を主体性の発達と捉えて
いる。叱られるという体験は、叱る側が何を意識
するかによってはともすると受動的になりがちで
ある。一度叱られたからといって行動がすぐに改
善されずに、同じことを繰り返すこともある。そ
の都度保育者が根気強く大事なことを伝えていく
ことによって、子どもの中に納得する気持ちが
育っていくのではないだろうか。何度も叱られる
経験をしてある日行動が改善されたときに、内在
化されたものが自己決定に生かされた姿を見るこ
とができる。この自己決定までのプロセスには時
間がかかり、いくつかの体験を子どもが自分の心
の中で積み重ねていくプロセスそのものが、「叱
られることによって育つ」主体性の芽生えなので
はないだろうか。

第３章　まとめと今後の課題

　本研究では3年目の保育者たちの調査データか
ら、保育者が叱る際にどのようなことに配慮して
いるのか、子どもにとってどのような体験を望ま
しいと考えているのかについて、検討をすること
ができた。「主体性を育てるための叱り方」を保
育者が意識しているわけではないが、「主体性を
妨げないために」様々な工夫をしていることが分
かった。叱られるという行為は受動的なものであ
るが、そこで保育者が子どもの心に寄り添いなが
ら丁寧に関わっていくことによって、叱られた経
験もまた、主体性の芽生えに繋がるのではないか
と思われた。
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　本研究は調査協力者が3年目の卒業生25名と
いう限定した調査結果である。今後はさらに多く
の保育者に対して、経験年数が影響するのかも分
析項目として検討していきたい。
　また、「主体性」を保育者がどう捉えているの
かによって、関わり方も異なってくると思われる
ので、「主体性の捉え方」と叱り方の関連性につ
いても検討していきたい。
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（目的）
第 1条　本規程は、「聖園学園短期大学　研究紀
要」（以下、「研究紀要」という。）の編集及び
投稿について規定する。

（編集・発行）
第 2条　研究紀要は、本学教職員の研究成果であ
る研究論文を掲載するものとし、毎年度1回、
編集・発行するものとする。

（編集委員会）
第 3条　研究紀要の編集・発行にあたっては、
「研究紀要編集委員会」（以下、「編集委員会」
という。）を設ける。
　（1 ）編集委員会は、委員長及び委員をもって

組織し、学長が委嘱する。
　（2 ）編集委員会は、研究紀要の編集及び制作

に関して責任を負う。
　（3 ）編集委員会は、投稿研究論文募集、制作

（体裁決定、校正作業など）を行う。
　（4 ）編集委員会は、教職員の協力を得て、関

係機関に研究紀要の配布、送付を行う。

（研究論文の種類）
第 4条　研究論文は、原著論文、研究報告、研究
ノート、その他とし、未発表のものに限る。

（投稿資格）
第 5条　研究紀要に研究論文を掲載する場合の投
稿資格は、原則として常勤の教職員とする。
2 　前項の規定に関わらず、学長が特に必要と認
めた場合は、常勤の教職員以外の者も投稿資格
を取得することができる。

（投稿論文数）
第 6条　研究紀要に掲載を希望する研究論文は、
一人1編を原則とする。
2 　連名で共同研究に参加した場合には、本人執

筆の研究論文と合わせて、合計2編以内とする。

（査読及び掲載）
第 7条　投稿された研究論文のうち原著論文は、
編集委員長を含めて複数の編集委員の査読を経
るものとする。
2 　原著論文以外の研究論文の研究紀要への掲載
の可否については、編集委員会が審査し決定する。

（研究論文の公開）
第 ８条　研究論文の公開は、編集委員会が編集・
発行する研究紀要を、学内外に配布して行うほ
か、本学のホームページに掲載して行う。
2 　研究論文の著者は、論文が電子データで公表
されることを承諾する。

（著作権）
第 9条　本研究紀要に掲載された研究論文の著作
権は、本学に属する。ただし、著作者自身が、
自己の著作物を利用する場合には、本学の許諾
を必要としない。

（執筆要領）
第 10条　研究論文の執筆要領は、別に定める。

　　　附　則
　この規程は、平成21年1月16日より施行する。
ただし、平成20年度の研究紀要の編集・発行に
ついては、従前の例による。
　　　附　則
　この改正は、平成24年4月1日より施行する。
　　　附　則
　この改正は、平成29年4月1日より施行する。
　　　附　則
　この改正は、令和3年4月1日より施行する。
　　　附　則
　この改正は、令和6年4月1日より施行する。

聖園学園短期大学　研究紀要編集及び投稿規程
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1 　投稿原稿は、図・表・写真等を含めて20,000

字（刷り上がり12頁）を原則とする。所定字数

を超える場合は、申し込み論文数等を考慮して

編集委員会の協議を経てその可否を決める。

2 　原稿の執筆にあたっては、原則としてパソコ

ン等で作成し、縦置きA4版用紙に横書きで、

22字×40行の2段組とする。（1ページ1,760字）

3 　原稿は、提出期限までに、上記様式で印字し

たもの2部を編集委員長に提出する。

　 　査読が終了し、掲載決定通知後の最終原稿

は、電子データと共に、上記様式で印字した原

稿を2部編集委員長に提出する。

4 　論文の基本的構成は原則として、次のとおり

とする。

　　①　論文表題　　②　要約及びキーワード

　　③　目次　　④　序論　　⑤　本論

　　⑥　結論　　⑦　注釈及び引用・参考文献

　　（論文構成例）

　　論文表題　　　（所属大学名、職名、著者名）

　　要約及びキーワード

　　目次

　　　はじめに　　　　　　　（序論）

　　　第1章　　章見出し　　（本論）

　　　　第1節　節見出し

　　　　　1）

　　　　　2）

　　　　第2節　節見出し

　　　第2章　　章見出し

　　　おわりに　　　　　　　（結論）

　　　注釈及び引用・参考文献

5 　原稿1ページ目には、「表題」「所属大学名」

「職名」「著者名」を記載した上で、「要約」（和

文400字～600字）、及びキーワード（5語程度）

を日本語及び英語でつけるものとする。ただ

し、当分の間「要約」の英訳の作成は執筆者の

任意とする。

6 　「要約」は、論文全体を読まなくとも要点が

理解できるように、内容を圧縮したものを作成

する。主題範囲、目的、方法、結果、考察等を

簡潔にまとめる。

7 　キーワードは、パソコン等による検索に必要

なものであり、論文の内容（分野・領域・特性

など）を的確に表す単語（名詞）とする。

８ 　図、表、写真等は、それぞれ図1、表1、写

真1等の番号で区別し、本文に差し込む。

　他の著作物からの引用の場合は、出典を必ず明

記し、必要に応じて、原著者または著作権保持者

から使用許可を得ること。また、電子データに

は、原稿を保存したファイルとは別に、図、表、

写真のみを保存したファイルを添付すること。

9 　本文の記述は、原則として、常用漢字と現代

仮名遣いを用いる。
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10 　説明の補足等のための注釈は、本文の該当箇

所に、（注1）（注2）のように通し番号をつけ

て示し、原則として、原稿末尾に一括して入れ

る。

11 　引用文献は、「　」で示した引用部分の終わ

りの右肩に（1）（2）のように通し番号で示

し、原則として、稿末に番号順に一括してあげ

る。各文献は、著者名、発表年（西暦）、表題

の順とする。単行本の場合は、表題の後に出版

社名と引用ページを示す。雑誌論文の場合は、

表題の後に、雑誌名、巻号数、論文掲載ページ

を示す。電子文献は、著者名、公開年、表題、

URL、アクセス年月日を示す。

　　（引用文献記載例）

　 　（単行本）新藤宗幸（2013）「教育委員会：何

が問題か」（岩波新書 )、p.55(or pp.55-56)

　 　（電子文献）文部科学省（2018）「平成28年度

幼児教育実態調査」

　 　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/

youchien/08081203.htm(2018.7.18 アクセス）

　参考文献は、引用文献の例に準じて示す。

12 　研究紀要への論文掲載の申し込み期限は9月

末日とし、原稿提出期限は１１月末日とする。

　平成14年10月制定

　平成19年3月一部改正

　平成21年1月一部改正

　平成24年4月一部改正

　平成30年８月1日全部改正

　令和3年4月一部改正





　　　　執　　　筆　　　者　　　　　　　　　　　　担当科目（「卒業研究」を除く）

単著　　蛭　　田　　一　　美　　　教　　　授　　　「保育内容の指導法　言葉」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「保育内容の指導法　表現」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「幼児指導法」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「子育て支援」

単著　　金　　澤　　久 美 子　　　准　教　授　　　「子ども家庭支援の心理学」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「発達心理学」
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